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№ 団　体　名 事　業　名 事　業　の　目　的

1
一般社団法人
かながわＦＰ生活相談センター

消費者教育啓発講座
　中高年の方を対象に家族が絆を深め豊か
なシニアライフを過ごせるための基礎知識
の習得を目指す。

2
特定非営利活動法人
ＦＰネットワーク神奈川

生活のトラブル防衛隊
～生活を支えるお金の

無料相談会

　無料相談会を通し、市民のお金や生活設
計に関する悩み、トラブルを聞き、解決の
糸口を提示する。また、広範囲にわたる相
談に関しては、適切な窓口を紹介し、不安
解消の手助けを目的とする。

3
神奈川県ファイナンシャルプラン
ナーズ協同組合

知らないと危ない！
ＦＰに聞く

家計知識のいろは

　少子高齢化、人口減少を背景とした厳し
い経済環境や予期せぬ災害の発生等、私た
ちが安全で豊かなくらしを守っていくこと
がなかなか容易ではない時代となってい
る。このような中で消費者の暮らしをさま
ざまなトラブルから守っていくには、日ご
ろから生活の知恵としての情報や知識を得
ておくことが大切である。このような情
報・知識を公正、中立な立場から分かり易
く解説し、消費者の方々に役立つことを目
指す。

4
特定非営利活動法人
横浜市まちづくりセンター

横浜市民の住まい・
暮らしに役立つ講座

　横浜市内在住者が主体的に安心・安全・
快適に住み続け、楽しく豊かに暮らせるよ
うにするため、住まい方、暮らし方の基礎
知識を学んで頂くとともに、住まいの各種
補助・助成制度を適切に利用できるよう簡
易に説明する。

平成27年度消費者団体等協働促進事業　　実施団体一覧

資料２ 
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一般社団法人 

かながわＦＰ生活相談センター
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平成27年度

消費者団体等協働促進事業事業評価表

記入責任者：氏名 植田周司

記入年月日 ：平成28年2月3日

図 団体、口行政

提 案 事 業 名 事 業 肉 容 提案団体名

消費者教育啓発講座 家族の緋と豊かなシニアライフ講座 かながわFP生活相談センター

評価
評価のポイント 自己評価＊ 理由・意見

視点

4砂お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
⑧ ・B・C 市と連携し、講座のチラシの配

場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。
布、広報紙掲載、ホームページ

一 一一
進

。事業目的の共有ができたか。 ⑧ ・B・C
等で案内を行いました。結果とし

て定員以上の申し込みがあり、

め 多くの市民に案内できたことを

。事業の進ちよく状況等必要な情報の共有はできたか。 ⑧ ・ B ・ C 確認しました。

方 適時、申し込みの受付状況の情

報交換を行い混乱が無し、ょう務
4砂事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円

A・ ⑮ ・C めました。滑に進めることができたか。

4・地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
⑧ ・B・C 横浜市老人クラブ、連合会の協力

力、。
で横浜シニア大学受講者にも講

4砂予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行 座開催の案内を行い、多数の申

実 できたか。 ⑧ ・ B ・ C し込みを頂きました。

予算面では、ちらしの作成配布

4・テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
⑧ ・B・C 

等工夫をすることで、費用を抑
ることができたか。 制し、予算内に収める事ができ

ました。
施

4・事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 ⑧ ・ B ・ C 5回で延べ132名の方に受講頂

き、消費者教育の一環として、高

・これまで、の経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
⑧ ・B・C

齢者のトラブ、ル防止に貢献でき

容で、あったか。 たと思います。

・提案団体と横浜市が協働することで、進団を体地単域独にでも事た業らを実 を／見ンケてー申トしで込、み積を供さ市れのた広方報が誌約
施する場合よりも、更に大きな利益の増 すこ

効 とができたか。 ⑧・ B・C3割となっており、市との協働事
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、 業とする事で講座の信頼度を向
より効果的に実施できたか、等。〕 上する事が出来ました。

5回の講座で延べ132名の参加
果 4砂市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等

⑧ ・B・Cを頂き、アンケートの結果もほと
の具体的な効果や成果があったか。 んどの方に大変満足、満足とい

う回答容子頂含ま1弁

総合評価 ⑧.  B・c

＊自己評価…A：良い、 B：普通、 C：改善を要する（いずれかに0)

総 評

今回は予想を超える申し込みがあり市民の消費者教育への意欲を強く感じました。多くの方に出席いただき、アンケー
トでも大変ご好評を頂き、大成功だったと思います。更に、多くの方から、今後問機の企画があればぜひ参加したいと
いう要望もいただきました。今後も横浜市と協業し消費者教育の一翼を担う事ができるよう取り組んでいきたいと思いま
す。
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　平成２７年度

記入年月日 ： 平成28年６月１日

　　　　　

＊自己評価…A：良い、B：普通、C：改善を要する　（いずれかに○）

◆テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

A ・ B ・ C

　　　　　　　　総　合　評　価　　　　　　　　

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

◆事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A ・ B ・ C

　すべての講座で申込み者数が定員に達し、市民のニーズを的確に捉えたテーマ設定ができてい
たと思われる。また、アンケートの結果から、参加者の満足度が高かったことが伺える。今回の講
座を通し、テーマに対する関心の高さが把握できたため、今後、団体の活動に活かされることを期
待する。

A ・ B ・ C

◆事業目的の共有ができたか。

◆事業の進ちょく状況等必要な情報の共有はできたか。

　申込開始日から定員を上回る
申込みがあり、講座によっては、
規模の大きい会場に変更するな
ど申込状況に合わせ柔軟な対
応をしていた。
　アンケート結果からは、参加者
の満足度や講座の理解度が高
いことが読み取れ、団体が持つ
専門性が活かされた講座となっ
た。

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

　広報を見た市民から市に直接
問い合わせがあったが、団体と
情報共有を行い、柔軟に対応す
ることができた。
　また、市老人クラブ連合会（横
浜シニア大学）の協力のもと講
座の周知をすることができた。

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

消費者団体等協働促進事業　事業評価表　

提　案　事　業　名 事　　業　　内　　容

消費者教育啓発講座 家族の絆と豊かなシニアライフ
一般社団法人

かながわFP生活相談センター

提　案　団　体　名

記入責任者 ： 氏名　消費経済課長　山口　敏子　　　　　　　　　　　　　　　□　団体、　■　行政

理　由　・　意　見

◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等
の具体的な効果や成果があったか。

◆予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行
できたか。実

 
 
 
施

◆提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ
とができたか。
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、
より効果的に実施できたか、等。〕

◆これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
容であったか。

評価
視点

評　価　の　ポ　イ　ン　ト

◆お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。

自己評価

進
 
め
 
方

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C
◆事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

総　評

効
 
 
 
果

　対象者の関心が高いテーマを
取り上げたことや効果的な広報
ができたことにより、計画を上回
る申込みがあった。テーマの中
で消費者トラブルを取り上げる
講座もあり、参加者への啓発が
行われた。

A ・ B ・ C

＊ 
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特定非営利活動法人 

ＦＰネットワーク神奈川 

5



平成27年度

消費賓団体等協働促進事業事業評価表
記入年月日：平成28年4月 8日

記入責任者：渡遜雅瞭 d団体、口行政

提案事業名 事 業 肉 容 提 案団体 名

特定非営利活動法人
生活のトラブル防衛隊 個人相談会

FPネットワーク神奈川

評価
評価のポイント 自己評価＊ 理 由・意見

視点

φお互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
~- B・c相談者の立場に立って、幅広い

場に立って、各々 が自主的に事業を行うことができたか。
選択肢と的確な助言を行う事を

進 0) B • C 
念頭に、行政担当者との円滑な

.事業目的の共有ができたか。 意見交換を心がけ、相談申込の
め －一一..‘ー』 町一一‘ 晶凶ー→一一一 一一一 •.. 状況把握等、事業の進捗に必要

方
＠事業の進ちよく状況等必要な情報の共有はできたか。 θB・C  

な情報も共有出来た。

一一 一－ . 一一一一・一一←一一ー一一 一
＠事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円禍

＠・ B・Cに進めることができたか。

・地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた θ・ B • C ヵ、。
一一一一一 一，守 晶一 • .• .’一－.ー・一一一，一一一一一

横浜市の支援による広範囲に渡＠予算の執行は、概ね計画どおりできた泊、また、適切に執行 @・ B • C 実 できたか。 るチラシ配布や広報誌への掲載
---－－一 一一一・－』日晶圃..・一一... ，ー・ F • ’ 【ーー－，．，一一一・ 晶d晶日晶 -－－一 一一 ・一

0・8 ・ C 

から、横浜市全域から万遍なく
・テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す 且つ計闘を大幅に上回る応募が
ることができたか。 あった。相談内容は多岐に渡つ

”，一一.晶一『同一一一司ー ..一 一一一 たが、日頃からの事例検証によ
施

・事業実施に｛半う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 0 B • C る相談能力向上の弊団体勉強会
の成果を反映出来たロ一 ，ー • --• F ー占』 圃E ’ー一‘ 可・ F 一一 一『＋ー...ー・.ーー

・これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内 命B・C 容であったか。

＠提案団体と積浜市が協働することで、団体単独で事業を実
市広報やハマふれんどへの掲載

効
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ のB • C 

及び専用 HPの相談予定表との
とができたか。 連動により、事業内容の周知・
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発関したりすることで、 徹底がl濁られ応募者の増加に紫1-的 f、4，回，，.，...,.. ctコ 申－ -:,.-1, -・ ., 

がった。又横浜市との協働事業

＠市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等 告8・c
ということで、より安心感・信

果 頼性を持って応募され、満足度の具体的な効果や成果があったか。
の高い事業内容となった。

総合評価 Q. B • C 
一『司・、．． 

＊自己評価・・・A：・良い、B・普通、C改善を要する（いずれかlこ0)

総 評

市の事業周知徹底支援（広報・ハマふれんど・チラシ記布）と弊団体のHP及び受付体制が上手く機能し、応募
者の大幅な増加に繋がった。弊団体としても今までの経験を基に、相談対応カを高め、きめ細かな助言により
高い満足度を得ることができた。 事業終盤には計画枠を上回る予約が入り、 4月以降の相談対応の問い合わ
せもあって、市民の関心の高さを実感した。今後とも市民への情報発信と的確な助言により、消費者市民社会の
実現に向け、相談事業の継続が大切と考えるロ
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　平成２７年度

記入年月日 ： 平成28年６月１日

　　　　　
　　　　　　　　総　合　評　価　　　　　　　　 A ・ B ・ C

＊自己評価…A：良い、B：普通、C：改善を要する　（いずれかに○）

総　評
　団体が持つ専門知識や相談対応能力を活かし、多岐に渡る相談に対応した。相談者からは、
今後の相談対応についても問い合わせが入るなど、団体として市民のニーズを把握することに
繋がった。本事業の実施が団体の相談対応力をさらに向上させるものとなるよう期待する。

◆これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
容であったか。

A ・ B ・ C

効
 
 
 
果

◆提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ
とができたか。
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、
より効果的に実施できたか、等。〕

A ・ B ・ C
　市と団体の広報や受付体制の
機能が上手くはたらき、多くの相
談を受けることができた。

◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等
の具体的な効果や成果があったか。

A ・ B ・ C

実
 
 
 
施

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

A ・ B ・ C

　当初計画を上回る申し込みが
あり、参加者の希望に合わせ
て、相談日を調整するなど柔軟
な対応を行っていた。また、多岐
に渡る相談内容に対し、相談員
が２名体制で対応することで、よ
りきめ細やかな相談対応をする
ことができた。

◆予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行
できたか。

A ・ B ・ C

◆テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

A ・ B ・ C

◆事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A ・ B ・ C

◆事業目的の共有ができたか。 A ・ B ・ C

◆事業の進ちょく状況等必要な情報の共有はできたか。 A ・ B ・ C

◆事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

A ・ B ・ C

評価
視点

評　価　の　ポ　イ　ン　ト 自己評価 理　由　・　意　見

進
 
め
 
方

◆お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。

A ・ B ・ C
　昨年度に引き続き、市が行う広
報に加え、団体のホームページ
で申込状況の確認ができるよう
にすることで、市民が利用しや
すい体制が整えられていた。ま
た、進ちょく状況の共有を行うこ
とで、相談枠の増加にも柔軟に
対応することができた。

消費者団体等協働促進事業　事業評価表　

記入責任者 ： 氏名　消費経済課長　山口　敏子　　　　　　　　　　　　　　　□　団体、　■　行政

提　案　事　業　名 事　　業　　内　　容 提　案　団　体　名

生活のトラブル防衛隊 個人相談会
特定非営利活動法人
FPネットワーク神奈川

＊ 

7



 
 
 

8



 

 

 
神奈川県ファイナンシャル

プランナーズ協同組合
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平成27年度

消費者団体等協働促進事業事業評価表

記入責任者：氏名佐藤博信

提 案 事 業 名 事業内容

記入年月日：平成之7年II月'9日

団 団 体、口行政

提案団体名

知らないと危ない！ FP「門｜消費者のくらしを様々トラブルから守るた｜神ZJII県ファイナンシヤルプランナー
』！｜めに、生活の知恵としての情報や知識を l= 

く家計知識のいろは ｜ ｜ ズ協同組合
I 公正・中立な立場から解説します。 I 

評価
視点

評価のポイント 自己評価＊

。お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立n
I H・B・C

場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。 ~ 

進 ｜・事業目的の共有ができたか。

め

方 ｜仰の進ちよく状ーな情報ーできたカ

。事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

。地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

0・B・C

O・ B ・C 

G三C

A@・ C 

理由・意見

。予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行

実 ｜できたか。
A・Bζザ ｜予算執行面では、当初予算を下

－回る結果となった。理由として

ゆ cl日間主需品（；ミ
。テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

施 ｜。事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだ、ったか。

計画下回ったこと。会場使用料

A@・c Iが安かったこと等である。

。これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内 II"¥
H』札・ B ・ C 容であったか。 IV、

4・提案団体と横浜市が協倒Jすることで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ h

効 ｜とができたか。 I 4 ・ s・C
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、 ＂＂＇＂
より効果的に実施できたか、等。〕

果 ｜・市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等Y五 ・B・C
の具体的な効果や成果があったか。 kフ

総 評

総合評価 A＠・cl～、、＼三
＊自己評価…A：良い、 B：普通、 C：改善を要する （いずれかに0)

昨年の反省から集客面を改善するために、開催場所を増やし、講座数を多岐にわたる内容とし、開催期間を短縮した。
集客人数は前年並みで‘あったが、アンケートから顧客満足度は昨年を上回ることができた。
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　平成２７年度

記入年月日 ： 平成28年６月１日

　　　　　
　　　　　　　　総　合　評　価　　　　　　　　 A ・ B ・ C

＊自己評価…A：良い、B：普通、C：改善を要する　（いずれかに○）

総　評

　アンケート結果から、参加者の満足度が高いことが伺え、団体が持つ知識や経験、専門性が活
かされた講座であったことは評価できる。しかし、　一昨年度、昨年度に引き続き、集客が計画を
下回る結果となったことについては、事業効果の広がりが薄いと感じられ、テーマ設定や開催手
法の工夫が必要だと考えられる。

◆これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
容であったか。

A ・ B ・ C

効
 
 
 
果

◆提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ
とができたか。
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、
より効果的に実施できたか、等。〕

A ・ B ・ C 　アンケートからは「理解しやす
かった」、「参考になった」という
感想が多く寄せられており、参
加者にとって有意義な講座と
なった。◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等

の具体的な効果や成果があったか。
A ・ B ・ C

実
 
 
 
施

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

A ・ B ・ C

　一昨年度、昨年度に実施した
講座において、集客に課題があ
り、会場や開催期間の工夫を
行ったが、残念ながら参加者の
増加には繋がらなかった。
　一方、アンケートの結果から、
講座の内容については参加者
の満足度が高いことが読み取れ
る。

◆予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行
できたか。

A ・ B ・ C

◆テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

A ・ B ・ C

◆事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A ・ B ・ C

◆事業目的の共有ができたか。 A ・ B ・ C

◆事業の進ちょく状況等必要な情報の共有はできたか。 A ・ B ・ C

◆事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

A ・ B ・ C

評価
視点

評　価　の　ポ　イ　ン　ト 自己評価 理　由　・　意　見

進
 
め
 
方

◆お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。

A ・ B ・ C
　市では、広報よこはまや区役
所でのチラシ配架などを行って
いたが、申込状況を鑑み、事前
に行っていた広報に加え、講座
の会場となる区役所のイベントで
チラシ配布の協力依頼を行うな
ど、柔軟な対応をすることができ
た。

消費者団体等協働促進事業　事業評価表　

記入責任者 ： 氏名　消費経済課長　山口　敏子　　　　　　　　　　　　　　　□　団体、　■　行政

提　案　事　業　名 事　　業　　内　　容 提　案　団　体　名

知らないと危ない！FPに聞く
家計知識のいろは

消費者のくらしを様々なトラブルから守る
ために、生活の知恵としての情報や知識

を公正・中立な立場から解説します。

神奈川県ファイナンシャルプランナー
ズ協同組合

＊ 
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特定非営利活動法人 

横浜市まちづくりセンター 
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平成27年度

消費者団体等協働促進事業事業評価表

記入責任者：氏名月出正弘

記入年月日：平成27年 3月 18日

・団体、 口行政

提 案 事 業 名 • 事 、業 肉 容 提案団体名

横浜市民の住まい・
横浜市内在住者等を対象に、安心・安全・快適

特定非営利活動法人
に住み続け、楽しく豊かに暮らせるよう、建築リ

暮らしに役立つ講座ー
フォーム関連の分かり易い講座を開催。 横浜市まちづくりセンター

評視価点 評価のポイント 自己評価＊ 理由・意見

＠お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立 A•＠・ c 横浜市総務局・健康福祉局・建
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。 築局の補助金制度の案内につ

進
いて各局と協議し、案内資料を

＠事業目的の共有ができたか。 A・⑮・ c配布出来た。チラシの新規配布

め
先について協議し、配布手続を
円滑に進めることができた。進

方
＠事業の進ちよく状況等必要な情報の共有はできたか。 A・⑥・ cちよく状況については、電話・

メール等ににより、情報の共有
争事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円

A・⑮ ・C 
ができた。また、他の協働団体と

滑に進めることができたか。 も広報活動の協力ができた。

争地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。 ③・ B・C 「広報よこはJ掲載直後の講座には

多くの参加申込があったが、後半の
争予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行

A・⑤・ C
講座への申込が減少しTこ。ただし、

実 できたか。 生協団体を通してのチラシ配布、コ
ミュニティハウスでのチラシ配架等に

＋テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
A {f) ・ C 

よる広報周知により、参加数者を増
ることができたか。 員出来た。しかし、チラシ作成費が

施
当初予算より増額執行となっTら各

・事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A・B・＠
種補助金や税制優遇制度を十分に
説明出来なかった。講座後に「住ま
い無料相談」にお問い合わせ頂き、

＋これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内 @・ B ・ C 個別の相談に対応できた。
容であったか。

・提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実 リフォームトフブ、ルに遭われてい

施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ る高齢女性（単身世帯）の方が

効
とができたか。 @・ B ・ C ご参加され、講座後に個別具体
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、 的に対応し、消費経済課と相談
より効果的に実施できたか、等。〕 の上、横浜市消費生活総合セン

ターをご案内し、問題解決に

果 ・市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等
至った。また、リフォーム計画中

A・③・ cの方にl土、業者選定にあたり、
の具体的な効果や成果があったか。

大いに参考になったとの報告が
あった。

総合評価 A・⑮ ・C 

＊自己評価…A：良い、 B：普通、 0・改善を要する（いずれかlこO

総評

住まいの改修について興味や問題点を抱えている消費者が知っておきたい基礎的な項目について、住宅
性能、設備、施工等の各分野の一般知識、見積書や契約書等の見方等まで、多岐にわたる内容の講義で、
参加頂いた方々には、大変好評だった。 ただし、連続受講を希望する参加者にとっては、開催会場が遠方
となり参加しずらかったことが残念であったので、来年度は会場の設定方法を見直したい。
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　平成２７年度

記入年月日 ： 平成28年６月１日

　　　　　
　　　　　　　　総　合　評　価　　　　　　　　 A ・ B ・ C

＊自己評価…A：良い、B：普通、C：改善を要する　（いずれかに○）

総　評

　講座の内容としては、興味がある方や課題を抱える方の役に立つような知識が盛り込まれたも
のとなっており、さらに個別相談に応じることで、参加者が問題点を認識することなどに繋がっ
た。しかし、昨年度に引続き、広報の効果があまり得られず、集客が計画を大幅に下回ったこと
から、テーマ設定や手法の工夫が必要だと思われる。

◆これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
容であったか。

A ・ B ・ C

効
 
 
 
果

◆提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ
とができたか。
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、
より効果的に実施できたか、等。〕

A ・ B ・ C 　講座後に個別相談に応じるこ
とで参加者の課題の掘り起こし
に繋がり、団体の無料相談や消
費生活総合センターを紹介する
など個々にあった対応を行って
いた。

◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等
の具体的な効果や成果があったか。

A ・ B ・ C

実
 
 
 
施

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

A ・ B ・ C

　広報に力をいれたものの、昨
年度に引続き、集客に課題を残
した。講座は多岐に渡る内容を
専門家がわかりやすく解説する
ことで、参加者の中には「知人や
周辺住民にも講座の内容を伝え
たい」という声もあり、今後、団体
の活動がさらに地域に即した形
で広がることが期待される。

◆予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行
できたか。

A ・ B ・ C

◆テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

A ・ B ・ C

◆事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A ・ B ・ C

◆事業目的の共有ができたか。 A ・ B ・ C

◆事業の進ちょく状況等必要な情報の共有はできたか。 A ・ B ・ C

◆事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

A ・ B ・ C

評価
視点

評　価　の　ポ　イ　ン　ト 自己評価 理　由　・　意　見

進
 
め
 
方

◆お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。

A ・ B ・ C
　市が行う広報やチラシ配布の
他、団体としてもタウンニュース
に掲載するなど積極的な広報を
行った。また、団体と各種補助
金を所管する部署が事前調整を
行うことで、円滑な活動の推進が
図られた。

消費者団体等協働促進事業　事業評価表　

記入責任者 ： 氏名　消費経済課長　山口　敏子　　　　　　　　　　　　　　　□　団体、　■　行政

提　案　事　業　名 事　　業　　内　　容 提　案　団　体　名

横浜市民の住まい・
暮らしに役立つ講座

横浜市内在住者等を対象に、安心・安全・快適
に住み続け、楽しく豊かに暮らせるよう、建築リ

フォーム関連の分かり易い講座を開催

特定非営利活動法人
横浜市まちづくりセンター

＊ 
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資料４ 実績報告書類等一式 

 
①一般社団法人かながわＦＰ生活相談センター・・・・・ Ｐ１～Ｐ18 

②特定非営利活動法人ＦＰネットワーク神奈川・・・・・ Ｐ１～Ｐ８ 

③神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合・・・ Ｐ１～Ｐ36 

④特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター・・・・ Ｐ１～Ｐ30 

 



一般社団法人 

かながわＦＰ生活相談センター

1



〈第12号様式〉

消費者団体等協働促進事業補助金実績報告書

平成28年2月9日

横浜市長殿

団体名かながわFP生活相談センター

所 在 地 干240-0006

神奈川県横浜市保土ケ谷区星川 1-21-27

代表者名堀江雄二

平成 27年6月29日経消第259号で交付決定を受けだ消費者団体等協働促進事業

補肪金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて報告します。

1 事業 名

2 補助金交付額

3 補助金執行額

消費者教育啓発講座

¥100, 000 

¥100. 000 

4 残額（余剰金） ¥0 

添付関係書類

( 1 ）交付対象事業報告書（第 13号様式）

( 2）事業資料

講座案内チラシ

講座配布資料5回分

アンケート集計結果

( 3 ）交付対象事業収支決算書（第 14号様式）

(4）領収書等経費の支出を証する書類の写し

※ この書類は、横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。
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（第13号様式〉

1 団体名

2 事 業 報告

3 事 業 評価

交付対象事業報告書

かながわFP生活相談センター

メインテーマ： 一家族の鮮と豊かなシニアライフー

消費者数育の一環として、クーリングオフや相続、健康、認知

l症による様々 な筒題について、5回の講座を関催し、延べ:1_;3_?.

名の参加を頂き好評の内に終了しました。

今回は横浜市のご協力により、横浜市老人クラブ連合会の横浜｜

シニア大学参加者にもチラシを配布させて頂き、多数のご出席を

頂きましだ。また、アンケー卜から、横浜市の広報誌を男て申し
一一一ー一一一一一一一『ー一一一一ーーーーー一一一ー一戸一一ー一一一一一一ー一τーー一一一ーーー一一ーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

込みをされた方ち約3割となっており、市との協働事業とする事｜

で、安／~＼レてお申し込み頂けだと思います。

※開催日とサブテーマ

ーーーー戸－・－－－・－ーーーーーーー－－－－－ーー”ー・，＿，一一ーーーーー－－－－一ーーーーー一戸ーーーー一一一一一一ー一一ーーーーーー』一一一一一一一一一一一一一ーー』ーーーーーー

11/21 クーリングオフ 1/9相続 1 /16 生前贈与

1/23アンチ工イジング 1/30 認知症

l全ての固で定員をはるかに超える申し込みがあり、毎回ほぼ満席

で、好評の内に終了しました。アンケートでち、ほとんどの方か

ら「大変良かった」、「良かつだと」の評価を頂きました。

今回は予想を超える多くの申し込みがあり、市民の消費者教育

への意欲を強＜感じました。
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（第 14号様式〕

交｛寸苅象事業収支決算書

収入合計 ¥123. 552 

支出合計 ¥1 23. 552 

1 収入の部 （円〉

項 目 金 額 5見 日且

市補助金 1 00, 000 （受領年月日平成27年 8月10日）

団体負担金 23. 552 

＂€コ' 言十 1 23. 552 

2 支出の部 〈円〉

項 目 金 富買 E党 明

講師料 60. 000 15,000円×4人

会場費 1 2. 870 かながわ県民センター 5回分

消耗品費 23. 71'4 コピー代、用紙代、封筒、事務用品、他

通信費 20. 272 切手代等

雑費 6, 696 ポスター制作、銀行振り込み手書史料

fコ与 言十 1 23. 552 
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横浜市民の安全と安心を確保するための生活設計・防衛講座 
本講座は本講座は本講座は本講座は横浜市と協働で横浜市と協働で横浜市と協働で横浜市と協働で実施実施実施実施するするするするベテランベテランベテランベテラン FPFPFPFP がががが講師を務める講師を務める講師を務める講師を務める講座です講座です講座です講座です。

会場：かながわ県民センター 

「こんなはずでなかった」契約後に揉めない正しいクーリングオフを理解しましょう。 

内容：契約を止めるには？ クーリングオフの手続きの仕方、クーリングオフを行うための文面例、 

クーリングオフの出来る場合と、出来ない場合。を分かりやすく説明します。

「老後の住まいや財産」のことなど相続を考えて見つめなおしましょう。 

内容：遺言書より気楽に書けるエンディングノートを用いて、相続準備の方法を紹介します。財産リストの作

成やお墓や葬儀など必要な老後資金の計算を踏まえて、残せる資産について解説します。 

「介護実態を知れば、自分でできるアンチエイジングが分る」 

内容：”老い”は、やがて誰にでも訪れます。介護・医療の現場から、今から準備できる抗加齢（アンチエイ

ジング）の方途を、ご一緒に探りたいと思います。きっと、あなたのライフプランは、深まります。 

２０１２０１２０１２０１５５５５年年年年１１１１1111 月月月月 2222１１１１日から日から日から日から全全全全 5555 回回回回

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    かながわＦＰ生活相談センターかながわＦＰ生活相談センターかながわＦＰ生活相談センターかながわＦＰ生活相談センター    
オフィシャルサイト：http://kanagawafpsoudan.jimdo.com

お申込み方法詳細は裏面をご覧くださいお申込み方法詳細は裏面をご覧くださいお申込み方法詳細は裏面をご覧くださいお申込み方法詳細は裏面をご覧ください。。。。    

平成２７年度横浜市との協働事業「消費者教育啓発講座講座講座講座」」」」 

『高齢者高齢者高齢者高齢者をををを狙うワナ！狙うワナ！狙うワナ！狙うワナ！あなたはどう対抗するあなたはどう対抗するあなたはどう対抗するあなたはどう対抗する？！？！？！？！』 講師：佐伯好也 

『簡単なエンディングノートで始める相続準備簡単なエンディングノートで始める相続準備簡単なエンディングノートで始める相続準備簡単なエンディングノートで始める相続準備』       講師：木村道子

『老年症候群なんて怖くない老年症候群なんて怖くない老年症候群なんて怖くない老年症候群なんて怖くない    心・技・体心・技・体心・技・体心・技・体』         講師：多胡紀一郎

第第第第３３３３回回回回    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時００００００００分分分分    

第第第第４４４４回回回回    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時００００００００分分分分    

第第第第５５５５回回回回    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時００００００００分分分分    

『意外と知らない生前贈与と家族信託意外と知らない生前贈与と家族信託意外と知らない生前贈与と家族信託意外と知らない生前贈与と家族信託』           講師：浜 研二

「財産の移転を活かしてゆとりと笑顔の明るい家族を築くために」 

内容：どのようにすれば失敗しない贈与ができるかを、新しいタイプの贈与（教育資金、子育て・結婚）制度

も含めてお話しします。また、今注目の家族信託の利点、利用例等について、わかりやすくお話しします。 

『あなたの家族が認知症になったら？！あなたの家族が認知症になったら？！あなたの家族が認知症になったら？！あなたの家族が認知症になったら？！』          講師：浅川陽子

第第第第２２２２回回回回    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時００００００００分分分分    

第第第第１１１１回回回回    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時００００００００分分分分    

「消費者トラブル、預金、保険、相続、介護はどうする?」 

内容：2025 年には認知症者、推定約 700 万人、5 人に１人が認知症という時代がやってくるといわれてい

ます。介護をはじめ、消費者トラブル、損害賠償、預金、保険、相続等、認知症の高齢者をとりまく様々な問

題が想定されますが、家族の方にぜひ知っておいてほしいことについて解説いたします。 
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＊申し込み先＊＊申し込み先＊＊申し込み先＊＊申し込み先＊    お申お申お申お申しししし込みは込みは込みは込みはホームページホームページホームページホームページ・・・・ＦＡＸ・ＦＡＸ・ＦＡＸ・ＦＡＸ・メールメールメールメールにて、にて、にて、にて、先着順先着順先着順先着順でででで受付いたします。受付いたします。受付いたします。受付いたします。

申し込み申し込み申し込み申し込みはははは 10101010 月月月月１１日（１１日（１１日（１１日（日曜日曜日曜日曜））））よりよりよりより受付開始受付開始受付開始受付開始です。です。です。です。    

一般社団法人 かながわＦＰ生活相談センター 担当者：植田 周司 

HP：http://kanagawafpsoudan.jimdo.com で検索！

ＦＡＸ：04５-７４２-５１９１ 

メール：kfsc-kanagawa@googlegroups.com

お申し込み受付後、ＦＡＸまたはメールにてご連絡させていただきます。 

問い合わせ先：かながわ FP 生活相談センター事務局 045-894-5582 

申申申申        込込込込        書書書書    

必要事項をご記入いただき、このままＦＡＸで送信して下さい。（ホームページからの申し込みも可能） 

お名前（フリガナ） （ ） 男・女 年齢 歳 

住所（お住まい） 〒 － 

ご連絡先 
ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

メール：

受講希望講座 

ご希望の□にレを

入れて下さい。 

複数申し込みも 

可能です。 

□ 
第１回 11 月 2１日（土） 

１３時３０分 R303 

高齢者を狙うワナ！あなたはどう対抗する？！ 

講師：佐伯 好也（ＣＦＰ®） 

□ 
第２回 1 月 09 日（土） 

１３時３０分 R302 

簡単なエンディングノートで始める相続準備 

講師：木村 道子（ＣＦＰ®） 

□ 
第３回 1 月 16 日（土） 

１３時３０分 R303 

意外と知らない生前贈与と家族信託 

講師：浜 研二（ＣＦＰ®） 

□ 
第４回 1 月 23 日（土） 

１３時３０分 R303 

老年症候群なんて怖くない 心・技・体 

講師：多胡 紀一郎（医師） 

□ 
第５回 1 月 30 日（土） 

１３時３０分 R303 

あなたの家族が認知症になったら？！ 

講師：浅川 陽子（ＣＦＰ®） 

※いただいた個人情報は、本講座の運営のみに使用し、セミナー終了後はすべて破棄いたします。

※また、他の目的での使用、第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。

＜会場案内＞＜会場案内＞＜会場案内＞＜会場案内＞    かながわかながわかながわかながわ県民センター県民センター県民センター県民センター

住所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２ 

アクセス：「横浜駅」きた⻄⼝を出て、徒歩およそ５分

各開催日のセミナールーム（R302 又は R303）へ 

お越しください。 
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2016/2/5 

認知症とは

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司

令1蓄の働きに不都合が生じ、様々な陣容が起こり、生活する上
で支障が、およそ6ヶ月以上継続している状態

（全国キャラパン・メイト逮絡協機会

第5回

「あなたの家族が認知症になったら？J
～消費 者トラブル、預金、 保険、 相続、

介護はどうする？～
冊子より）r、

「包知症Jという言葉

2004年から使われるようになった

以前は、「痴呆」「ポケ」といった言葉があったが、

人聞の尊厳を欠いている、また言葉の印象で

早期発見に支障をきたしているとの意見浅川陽子

変
性
a
R庖
・・
・
脳
の
細
胞
が
ゆ
っ
く
り
と
死
ん
で
脳
が
畏
縮
す
る

認知症を引き起こす主な病気

アルツハイマー痢 FアミロイドというたんIt＜貨のゴ三続いて告ウ 約50軸

9細ン胞パのヲネがッ脳トワ内ーのヲ神が経犠細れ胞て肉，EにE嘗積し、神経
集．

比較的早い段階から記憤陣書、見出線障害
のほか、不安・うつ・裏患が出やす〈なる
健忘潮時混乱期国認知盛期とゆっくり進行

レピー，l、体製飽知 大脳皮質にレピー小体｛異常なたんIt＜貨の 約15軸

盛 塊）が出E動現がす大る1ことで起こる．幻績を伴い、建
状の. 曹いのが特徴．

前町側顕型錫知盛 闘の司令喝の前鳳前野を中心に賓舗が組曹． 量正
（ピッヲ痢） 信情や行動の制御に閉館が起こる．人に対す

る徹底が.化し、社会性の欠如．攻瞳性怠ど
も．

脳血官性毘知徳 脳鰻‘．脳出血．脳格動脈保硬たれ化るなどの疾風から 約15軸

起こる．比較的人は ． 

その他 ヲロイツフェルト・ヤコブ痢.AIDSなどの思般痘 ※宮め

やアルコール中毒でIll知症を発症することも 約20軸

鍾
一般社団法人

かながわFP生活相級センター（KFSC)

島章た咽，Eか事えるパートナー

・地植の冒梅田生活向上且ぴ将来目安心に寄与す晶
ことを目的に．ライフプラン作成や〈らしの鰻璃に陶す
る宜慢と敏宵を・量として手掛けてい晶FP（ファイナン
シャルプランナー）田輔自です

・経姐豊富で栂々 な分野に帽通したFPb＜.間演や禍
lllf降、・別相自庫、軌檀等豊通じてお応え聴しております

・地方自抽体や徹宵慢闘｛大学等1・と量捜して．ライ
フブラシ作りや貴量軍用‘相続・$車車’E’由予ーマで
セミナーを嗣惜し．市民の世繍に般書.眉の解決に世
立つ情縄自置偶も行っております

・輔置の企揖や金融蝿闘に所属していない抽立軍FP
由寓固ですので、地惜の世相目立場に立った公事な
剖応が可能です

ホームページ M箇 ,IA-,値・・h白血母国由－

困 明、 （全国キャラ，tン・メイト適絡＝•会冊干を多間）

認知症の症状
｛童図キャラパン・メイト連絡協腺会冊干より｝

・記憶障害 新しいことが記憶できない
－見当館障害 時間、増断、人物寄

革本的年状況が把握で曹ない
・理解・判断力の陣容 考えるスピードが遷〈なる

2つ以上のことが処理できない
いつもと遭う出来事で混乱
固に見えない仕組みが理解できない

治りこくん、）・実行僧般障害計画、段取りがで曹ない
、』「＝＝：： .その他 思いがけない反応垂示すことも

ハ ー舟纏・ ＼ 
、「－＼心理状鎗j
,. ＼、ーー，／ ・不安・焦煉．うつ技館

自信がなくなり．明日への精鍾を失う
．身の回りの動作に支障

機継の失敗、他
・幻覚・寮想 fものとられ裏想J
－惇個 場所の見当自眠障害による
・興奮..力‘不ii行畠 ・その他

目次

認知症とは

認知症の高齢者をとりまく問題

・消費者トラブル ・賠償責任

・銀行預金保険相続

成年後見制度

認知症の介護

認知症の人や家族を地域で支えるために

相談窓口

1 

2 

3

4

5

6

 

1 
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銀知疲高齢者の日常生活自立度判定‘噂 厚生労働省

ランク｜ 判断轟8 ｜ 見られる症控行動的倒

目何らかの也知症を省するが．日常生活は軍 I 

庭向車ぴ社会的に！まぽ自立している

日常生活に支障を棄すよう事壷扶行動やZ
E醜遍由国飽きが多少見られても．健かが
注意していれば自立で曹る

: n, I軍店外でも上ranの主主瞳がみられる ・ 1たびたび直に遣うとか．買物や恵机量蝕曹
' I l理窃それまでで曹たことにミスが目立つ．

rii,;li届丙も工！主~i-Jii,,iiiiiii;；五ミ・一一－－r.忌1·，；逼iiも·'t:ぷ：了－語ら．品iii;;sii1品五
i I ！との封応・一人で冒守ーがで曹＇•い．

m ｜日常生活に支障を棄すような症拭・行勘やE’
ll!l瞳通由国般さが見られ．介t置を晶聾とする

f副首昂：；＆五五五百両面ζ；M・・1量凱、”、構也捕鳳が上与にで制い、
・・・・i一一一一一一一一一一一一一一一一・・i時間がかかる．やtらに噛牽ロに入れる．鞠i l!b I亜附静心としτ土配置の状・がみられる ｜を槍い畳める．樟・．失娘．大R奇声をあ

IV I B常生活に支障を棄すよう立症状・行動や軍｜げる、火の不抽，K不調行a.性的異常行

車種量的国蝿さが鋼需にみられ．常に介績 llll・
を必要とする I 

M l著しい精神盤状や周辺血統あるいは置嵐主 ｜せん葺．喜週、興宮、自価・他曹司事由精神症
a，体捜置がみられ．卑門..豊島曹とする ｜状に起因する周辺寝技が組織する杭瞳等

認知症と認知症予備軍（MCI)

1987年厚生省による、痴呆性老人の将来推計では
2000年に112万人、 2015年には185万人

（※I!知症ではないが、ある程度の記憶障害がみられ、

5年以内の惚知盆発症寧lまso軸といわれる）

2025年 65歳以上の認知症は700万人と推定

幅ゐ高司5人に1人が認知症！？

早期発見が大事 ！
「何か変？」と思っても家族がMl知症とmめたくないという

気持ちで、受2舎が逮くなることも i,;) 

'fl, ，..，，長うh

－かかりつけ医 ',11〕
．専門医（「物忘れ外来」「神経内科」「神経科J「精神科j等）

一般的身体検査、脳の検査、脳の薗像倹資、心理テスト

女早期発見が大事なわけ

治療が可能なm知症もある（脳血管性m知症）

早期Iまど薬で進行を遅らせることができる

忽知症のリハビリ（医療保険、介E童保険）も効果がある

将来重くなった時に備え対策を考えることができる

2016/2/5 

＜認知症の高齢者にはいろいろな問題が！ ＞

・消費者トラブル・・・悪質商法

契約トラブル

－賠償責任・・・ 第三者に損害を与えた場合

交通事故

・銀行預金は？保険は？相続は？

介護はどうする？ ~~ 

実際にあったお話①

1人暮らしの認知症の母の部屋を片付けに行った
ら、 大量の羽毛ふとんが・・・

ワ 、

』h』／ -

訪問販売で10件以上の契約総額約340万円

すでに320万円を支払っていたことが判明！

（図民生活センターHPより）

邑II

実際にあったお話②
認知症の父（90代）が

複数の業者と10件以上の工事の契約を次々と

させられ、約600万円を支払った。

実際にはすべて、必要のない工事だった。

（国民生活センターのHPより）

2 
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認知症高齢者の消費者トラブルに

おける問題点（国民生活センター資料より）

'(I)トラブルや檀書にあいやす
いうえに、トラブル．にあって
いるというw置が憧ι問蝿が
瑠在化しやすい

2013年 I!知盛噂の理由による判断
能力が不＋分立高齢者の
消費者トラブルの相傾件数が1万件組
10年間でZ倍

②曹にー人事らしの高齢者が
トラブルや祖曹にあいやす仁
周囲に置づかれに〈い

ーι③次々 販売により被害が銘
文L.. 支払企踊も寓姐に~る

見守りと気づきのポイント（チェックリスト）
〈磨重ー膳宅の欄干〉

ロ不審主契約書、踊京・などの書置や、宅配象者の不在通知などは怠いか．

ロ不審な健康章品やカニなどがないか．

ロ新品のふとんなど．同じような商品が大量にないか

ロ置楓や外壁‘電話樋周辺などに不審な工事の形跡がみられないか

口通信販売やカ；ロゲゃうrイレヲトメール主どはなどが大量にないか

ロ復徹社からE遣された餅聞や最晶煩などがないか

ロ不審な象者が出入りしている形跡はないか

〈高齢者本人の冨動や態度拡ど〉

ロ不審な電信のやりとりや．電話ロで図っている梅干はないか

ロ生活費が不足するなど、お金に図っている繍干はないか

口預金通帳などに不審な出量の12録はおいか

｛由民生活セン？－HPより）

＊トラブルや敏容にあっているとわかったら、すぐに湘費生活セン？－Iニ細鰻しよう

クーリングオフについて
〈クーリンヅオフと1i?>
調費者が勧問販売など由不寧打急的な取引で製約したり．マルチ商法など白檀鰻でリスクb＜高

い取引で製約したりした場合に．ー定期間であれ，：.晶体で‘ー方的に民約聖解院で曹晶制度．

〈ウーリングオフで曹品取引と期間〉
紡問販売．電路勧甥販売．

訪問鴎入c•ーが靖費者由自宅簿を訪ねて．商品由買駆り｝
特定鑑続的世繍樋棋｛エステ.II学教宣‘パソヨン軸童.IJ):88111

遁値販売阻害I（マルラ商法）.
蝿積慢蝿銀引販売取引｛向開聞量．モニター商法IJ):20日間

注｝通憎販売にはクーリングオフの適用！主主い

＊クーリングオフ綱聞が過曹ても、島きらめずに珊費者生活相自由センターに繍観しよう’

銀約書壷畳け取っていない埴合ー..いつでもクーリンゲオフが司傭
民約書に不慣がある埴合、県曹のクーリンデオフ蹄曹・糊聞が過ぎても可傭

＊ 間入時に行ゐ傭由がな吋れIt興約そのものが鍍瑚

司それを恒明する必要がある（医師白首断書簿｝

世見入がいる場合．クーリンゲオフにかかわらず、鍵軸壷瞳.できる

2016/2/5 

実際にあったお話③

認知症で俳個中に線路で死亡した夫を、介護し
ていた妻に対し、妻の過失を認め、約360万円

の支払いを命じた判決

1審では、 妻と長男に約720万円の賠償金

家族はつらいよ！？

認知症の人司 責任能力がない

家族には 司監督責任が生じる損害賠償責任

＜個人賠償責任保険＞

偶発的な事故で相手に損害を与えた渇合の賠償を補償

本人または家族が加入 自動車保険や火災保険の特約

j主）従来裂のものは認知症の人を対象外としているものも

最近、忽知症の人の起こした司匹敵の検害賠償を

補償するものが登繍年間保険料1,000～2,000円

保険金1億円

実際にあったお話④

認知症と診断されていた男性（61歳）が運転、
多重衝突事故をおこし、 1人死亡けが12人。

運転手は自動車運転過失致死傷

。認知症の診断を受けたり、疑いがある場合、
免許誼取消し、停止処分の対象

3 
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－道路交通j去の改正（平成27年）
75織以上の免許保有者は2013年で422万人
75織以よで免許慌の更新の際、 rJ!知織能検査J

『認知症のおそれなし』rM?知機能の低下がみられる」
「鴛知症の恐れがあるJ司専門医の受鯵穣務

75線以上で「信号無視Jや『逆走J等の違反などがあれば、
その場で「総知機能検査』

・慣害保険の繍償は？
認知症の人が起こした死亡事般の保険金
自賠責保陵・・・支払われる
任意保険・・・保険金の滅額や全〈支払われないことも

｛家族がm知症と知っていながら放置していた）

合認知症や、高齢でEl知疲予備軍の可能性がある人には
運転をさせない、運転をやめさせることが置要

実際にあったお話⑤

認知症の親の元に、遠い親せきがたびたび
訪ねてきて、お金を受け取っているようす。

銀行に親せきが同行して、お金をおろしている
らしく、預金口座から、かなりの金額が引き出さ
れていた。

監事中

金融トラブル（銀行編）
．お金を必要もなく引き出す
・他人（知人）と一緒に銀行に行ってお金を引き出す
．ウレジットカードで『キャッシングj（借金）をしてしまう

・通帳、印鑑、キャッシュカードのありかがわからなくなる

－お金を引き出したり、解約したりしたことを忘れて、 ヲレームを
・家族が通帳や印自監を取り上げると、自分で銀行に行って
通帳の再発行や印鑑の再手続きを行ってしまう

* Ul知症の級のために、子が親の預貯金を引き出すことは
できるのかっ

殺の代理で子が、お金をおろしたり、解約手続きができるの
は、あくまでも、銀が子に代理をさせる意思があるこ止が必要

司級の意思能力に問題がある治合、子が貌の代理で、お金を
引き出すことはできない

＜対策＞
・まず、通帳・印鑑・キャッシュカード・クレジットカードは

手の届かぬ所へ

• Ul知症本人の資産を守るため、また、 Ul知症の親の預金
等を引き出すためには

＝。成年後見人（後見・保佐・繍助）をたて、金融緩関に申告

（成年後見制度導入後の銀行の基本的対応）

軽度（契約ができる）で、 一人暮らし、
日常的金銭管理が必要な場合

司社会福祉協織会のサービスの利用が可
日常のお金の出し入れ、通帳、印鑑、Ii.等の保管等

生命保険の受取は？
．保険金の受取人がm知症の場合

後見人がいれば、受取人に代わって繍求手続きができる

2016/2/5 

司保険金を早〈筒求するためには、事前に後見人を選任してお〈

後見人がいない場合、箆知症の受取人が保険金を
受け取るための繍求手続きを法定相続人が行える場合も

（保険会社による）

「指定代理繍求特約J
特別な事情（病気、包知症等）で被保険者が保陵金を鴎求で曹ないと曹、
契約者があらかじめ指定した代理人｛配偶者や．直系血篠、同居事現旗等）
に被保険者に代わって保険金格の繍求をしてもらえる

対象医療給付金．満期保険金、年金保険等
締約料不要

実際にあったお話⑥

認知症の夫の弟が死去。

弟には妻や子がなく、 借金を残していた。

認知症の夫だけが弟の相続人だが・．．
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相続は？ も . ""  

．‘ 女 こんな時は要注意 ．－ 
①m知症の相続人が相続放棄する場合（限定承忽も問機）
＝。後見人の申し立てをして後見人が選任されてから相鋳鉄棄を行う

熟慮期間（放棄できる期間｝は、後見人が選任されて以降3ヶ月
②相続人の中にm知症の人がいて後見人がいない
司遺産分割協絡ができない
後見人の申し立てをして後見人を選任

③相続人が飽知症の観と、親の後見人である子の犠合
司徳績では、子と視は利益相反になるので、成年後見監督人がいなければ

特別代理人をI!’Rに選任してもらう
対策相続人が飽知症で判断能力が著しく低下している場合l立、

相続発生前に遺書を準備しておく
司 i量産分割協械のために後見人を遺伝する必要はなくなる

認知症の人が作成した遺言は？

・遺書は15歳以上 、「遺書能力Jのある人が

作成した場合、有効

．認知症の可能性のある人が作成した遺書は？

相続人が「遺書無効確認」の訴えをおこし、

i宣言能力がなかったことを立征すれば無効にする

ことができる

・ 「公正経書遺曾」

公証人から、医師からの鯵断書を求められることも

公正m•遺書でも、後で~怯により、 無効になったことも

トラブルを避けるために

一一・． ・‘ い。，と思ったら早めに郎早期発見が”
｜ づき ・別居してい4場合は怖に違憲消費トラブルにあっていることも

｜ ｜。まだ白い（判断能力がある）うちにやつで
対 策（早 期） ．解約（本人の解約窓思がないと解約できないも

・名穆変更（契約者を変更しておく） F『
・佳意後見人制度｛将来、後見人が必要であれば） I I 

｜最終対 策｜。判断能力がかなり低下 ・
円λ円 円凧 ｜ 司法律的に代理人が必要な場合は法定後見人
』一一一一一一－ 預貯金の引き出し保償金の受取資産の売却 相続

※契約の解除＜IE知症発症前後の契約を解除できる）

2016/2/5 

成年後見制度

平成26年1～12月

後見人申し立て件数 34,373件

預 貯 金の 管理（28,358件 ）

介 護保険契約・施設入居 契約（12,237件 ）

身上監緩（7,499件）

不動産の処分（6,387件）

相 続手続き（5,940件 ）

保険金 の受取（2,735件）

（裁判所のHPより）

利用書

世見入国温ぴ方
自量見人の仕羽匹

＂＇観曹

•ttll:U .. ,. .. ，，，て...帽g
4巴，

成年後見制度

法定後見

判断傭力が低下した人
揖毘｛不｛判断傭力ない）.樺佳｛著し〈不＋分｝．輔
助＋骨｝
軍車鎗判所が温怪
法樟による｛滋財塵官壇・身上E・•＞
代理’t同軍撤｛除〈憧見上町摘梅田行世
①.L.立て（恋人．’B島市町村量簿が章旗へ｝
＠曜年・判世S見F鰻人曹窃fの．遍璽正手鋼続董~）‘本人へ限量聴取‘

③＠書法輔璽、虚年櫨見人嶋の量笹
世見の闘抽．

品ーがあれば輩織が世見盤’人を適量

任意後見

判断徳力がある人
｛相棄に蝿えたい人｝

2巨人が候補者量選ぶ
製約で民的｛，

①怪量憧見鈍約（公正臨書｝

②た任時判J司l断：；簡~力立軍がて艦；見軍＋量橿分曹へに人）怠11っ
⑤＠怪怪章櫨貝監督人骨量怪

意直寛人田植見附抽

※財崖曹現・・・抽めに財産目録や眠宜予定を軍援に報告．日常生活·•串骨II等に
かかったお量壷本入国財量から支払い．置期的に般判所へ暢告

II上監II..・生活状況を見守り．住居又は値障の確樺｛そのための質的｝や
量償・介.・偶祉サービス窃の刷用興約を絶品L

＜費用について＞
①手続き

成年後見制度

法定後見 印紙・量配等豹 4,000内
精神鑑定 s-10万円（任意後見の場合も必要があれば）

佳定後見 聞紙釜li!IIJ約 15,000阿
任意後見~官人選任の申し立て 約6,000円

②（法定）後見人への報酬
管理財産額 I，回目万円～5,0佃万円以下 月3～4万円

5,0伺万円超 周5～6万円
特別立事情がある唱合は－~本絹酬の50軸以内での付加が可

任意後見人への報酬は‘契約時に決めてお〈
③後見監督人への報酬 月1～3万円

く後見制度：支媛償提＞ 後見人の横領等防止

当面必要としない大口資金を家犠の掲示により、信託銀行が管理．運用する
まとまった資金を引き出す場昔、その.度...の指示が必要
平成26年契約締結2,754人｛来成年後見宮む｝ 平鈎償提金額約3,600万円
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認知症の介護
介筏保険のサービスを活用

＝。介II保険i立、『介置される者』と『介霞する者Jのためにある

継続的な介護のコツl立 侭
: て可

2012年 I!知症高齢者の磨海所と5年後の推計

（日常生活自立度E以上介瞳保険利用宥｝厚生労働省間査 ~ 
膚宅 149万人 186万人（2017年雄計）

特定施股｛有料老人ホーム棒｝ 11万人 19万人

ゲループホーム 17万人 25万人

特別養鼠老人ホーム 48万人 58万人 曹、

介腹老人保健範段・娘聾盤 41万人 46万人

医療樋聞 38万人 38万人

合計 305万人 373万人

介護保駿の月間利用限度額（居宅サービス）と自己負担

聖介1111: 制用担置甑目安 自己負担目安（I劃売 ケ月間の利用限度額肉では1制下
聾主慢、 50,030円 S，伺3円 、ぜ利用限度績を組えた分は金銅負担

聾宜慢2 104,733内 10,473円
¥ 2015年8月から、ー舗の方はZ割

｛合併所得1同万円以上
書介鴎1 166,920阿 16,692円 ただし‘年金般入＋その他の合

事介趨Z 196,1団内 19,616円 計所得が単身でZ剖万円.2人以上
で346万円未満では‘1割負担｝

聾介観3 269,310円 26,931円

’E介服4 308,0回同 30，匝珂同 f高．介橿サービス費』で還付も

聾介115 360,6白内 持，伺S問
＼ （ー般では幻，200円組の部分）

・ （，宥＞•旗が閉居して介慢する
合計圃 E・，置の纏S:lll（万円｝
｛万円｝ 与し 唖噂 置

渇合の介慢にかかる月額費用
要合．、 s.s 2.1 2.8 2.9 5.7 

｛平曜日年輩計経騎研究所間董｝ 複合置2 7.7 3.0 4.1 5.9 7.5 

合計•－介E量樺蟻1割負担＋ ’E分圃3 7.2 
介橿樺償金碩負担分｛温情サービスの宣
費．，｝＋介峰側通費用｛紙おむつ．置鋼I. 接合圃4 10.1 8.1 6.7 4.3 12.6 
タヲシー窃｝

’E合圃5 10.7 

居宅介IIサービスの種踊と費用の目安 事周l27’E‘周tBII在

サービスの櫨傾 主，，肉． ・己負11(1割）d)園管様

筋餓欄合組 ホームヘルパーによるa，体合圃（食布．入浴 s，体介圃 2・5円t拍拘置分朱漏）

圃姦 柳．溜..: ・）. ~活(I助｛繍除．波書．買絢．網 ヨ主活楓助 Ul円（却～時分朱煽｝
a，〔指分象潟｝＋生（>Sl!l民規）312阿

II!間入浴合皿 移駒入調e・で..，方闘し．λ1111)1肉 1・丸＂＇円

鶴岡リハビリ予ー －を行'I'う・9字..・E長会が筋闘し．’R置でリハビリ ,. ,0店内t加分｝
シヨン

筋問看E圃 省れ闘の・治・4・＇どa，が行司うJRII!圃」鋼鉄...や啄ず ’R驚から，.，円（車。分－，”周到除禽｝
肪圃介圃ス予ーシーンから m同

・宅..・・m・・ 歯師．覇剤師・が・.主.，..柵尽を符う m四時3円

通 2・R野合圃 目織り..llで禽‘．入浴・健闘領制緩 ，－，時間朱渦 6S6-1.1U円
情系 tヂイサービス〉 メユューにより加SIi•） λ淘如何

通冊リハビリ 量所リハビリ纏銭でリハビリ 6『’嶋崎＊摘 η6～1,321円

”Ill入隊生活介魁 怖””’・2・老人ホーム窃に鑓期入慨し自’u 1目あたり m －割。問
tショートス予イ〉 ll.tの1)1量を受ける 鎌倉．．居住”が別途il>・

短｛シ期ョ入ー概トス観チ餐イ合〉圃 合の圃ケア傘を人倉保e・s合・圃~・－に短期入所し．・・k ’日あとり ＂＇～1.Q4C円
f受ける 鎌倉．．居住賓が‘込書

値 ”活’保u皐‘館入居省生 m有剥l三・e・人2ホ同ー線ムがな’Eどけでら食れaる，.入浴，.どの合 1困あたり 日以賓合DtJ
＿，，..肉（’E介且S)

離慣用は－曜によV量があ札...，唱合弘司Fイザーピ~母費用1車通常掴楓施置の椙倉冒シ2ートスチイ骨量，... ユユ守←量・・．

’ －－ー一一 ，． 
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通所サービスを活用した、認知症の介護実例
要介複3(80代女性家族同居）

｜月 ｜火
l木 ｜金｜土 ｜日

午
前

イサーピ ピス｛入浴ピス｛入
官む｝ 潜含む）

｜デイサー ｜デイサー

午後 ; I 刷習町間
約9崎間 約9時間

む）
約8時間

費用：介臨保餓2割の自己負担組込鑓量思
〈含む福祉用具の貸与｛ベッド、付属品）介鰻保駿1割自己負担 1,150円〉

多宥：サーピス上限自己負担舗 約26,750円

認知症の人の住まい

幽瞬間＊＂平 ra,111と鎗・サービス網”の実圃』は附wファイナンシャループラン四＂＂＂雪月・，｝

m知症の人が介後を受けながら生活できる主な高齢者自主股

a主，，民[ ’‘ 
． ; ・・t宅 ，．． 111110>目安

X X 。”人m別院ー，ム"" 
・従来担でlム・EとIll家.. 入1!1－－金 tiし
ユエットケア畠(1・人・2震のグループ】は舗置 a・周 •1110安，＿，.万円｛介

f弛典型3 ・四時’厚から入所lt.lllll.要介圃2以上 .. ，..込｝
·•聞が’K1'D衝は金掴で見方人 当医‘爾得割に・量破mallり

L:. 0 0 介4巨組人付ホー省ム絢 ・合凪ス，ヲフll'I惨かった札看車体制により拠金 入厩ー嶋倉 . o-ll平方円
にa・がllる －周・周目安 ・・－担1j円
·••比車Iまλ園者3に劃して且蝿 1が量健畠. （－・・・a払えば開万円楓JIが
・ll!Pがあればすぐλ・司 ’Bい｝＋合虚像民間圃Ill!!

X L:, 。グ訓示ールムーヲ ：~グm畑A隼鋼F置量島のプa俊，9盆麟41晶を3院E受でEけでEて＼グい且Aる包Fこ丘とEがでE必！”が要問あ隼る# 
入・－”． 。，u

・・周，周囲’E 同町四万円
回【目...例 （合圃’1111込）

・入居宥がスタッフとともに食・ゃ:IIIWI:'を符う

6 
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認知症の人と家族を地域で支えるために

．「認知症サポーターキャラパンJ
認知症について正しく理解し、 I!知症の人と家族に対して温かく見守る人

rl!知症サポーヲーJを増やす取り組み
くオレンジリング〉

拠税法龍谷ま吹官よる骨守~Jz.
，考．サポ－';Iー養成鵬監の肉容例 、－・1惜凶 ・‘1
I!知症の人への対応の心得 3つの『ないJ ，，－ー一一
『鴛かせはいJ『急がせないJ『自尊心を備っけないJ

調官接の気持ちを理解する
とまどい・否定司還乱・怒り・拒絶司割り切り司受容

．「認知症カフェJ
II!知症の入、家簾．専門家、地織住民がお茶を飲みながらくつろく・交流の場

〈行政〉
相談窓口

・市区町村の保健所・保険セン9一、

地域包箔支IIセン~ー
｛地織の直線慢閥、介臨サービス‘相餓｝

－社会福祉悔踏会 ｛日常生活目立支援事業）
・l闘賞者生活セン';I- （消費トラブル）

〈団体・その他〉
・公益社団法人留知症の人と家肢の金縛豪川宝飾
腿知療全般（介腹場）の電極細限
かながわ既知症コールセン';I-OS70-0-78674 

よこはま包知徳コールセン告一例S-662-7833
川崎市Ill知症コールセン＿，＿ 0570-0-401加

．専門医療相餓
東海大学医学割付属病院飽知症候庖医療セン告一例63-93-1121（代｝
独立行政法入国立病院栂摘久星浜医娘セン告－Ill知復察車医療セン哲一。46ー制8-1550（代｝

.. 1'1J‘A畠..t .令 ~ogms .• 

2016/2/5 

7 
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平成27年度横浜市協働事業アンケート結果 かながわFP生活相談センター

全体のまとめ
セミナーは延べ132名の参加を頂き、アンケートからも、非常に好評でした。
主な情報入手経路は横浜市の広報誌と市老速のシニア大学となっています。
シニア大学とは今後も連燐して、講座のお知らせをしたいと思います。
今後希望するセミナーは広〈分散していました。

今後の課題
毎固定員以上の申し込みがあり、多くの方に参加頂けない大変申し訳ない状態となりました。
会場の広さと参加人数のバランスをどのように取るか対策が必要です。
非常に雛しいですが、集客の状況に応じて、会場を柔軟に変更できると良いと思います。
今回は1月23日のみ急漣広い会場へ変更できましたが、他の回は空きが無〈断念しました。
配布資料は高齢者にも見やすいよう、文字の大きさ、濃さの配慮が必要です。
アンケートの質問の内容についても、回答しにくい個所があり、改善が必要です。

1.講座の内容について

講座の内容について

未記入を除き全ての方に満足頂けました。

2.公演時間

講演時間について

・大変満足

満足

不満

大いに不満

未飽入

・ちょうど良い

長すぎる

短すぎる

未飽入

1of4 

講演時間は内容の盛りだくさんの講座もあり、説明時間が足りないと感じた方もおられたようです。
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平成27年度横浜市協働事業アンケート結果 かながわFP生活相談センター

3.会場について

セミナー会場について

・大変満足

・満足

不満

朱記入

会場が狭いとのご意見をいくつか頂きました。空調についても良くないとのご意見がありました。
今回予定以上の申し込みがあり多くの方に参加頂けませんでした。
広い会場確保と集客とのバランスを見直す必要があります。

4 講座の理解度

セミナーの理解度

・良〈理解できた

・理解できた

理解できなかった

未飽入

93也の方に良く理解できた、理解できたと回答頂きました。

2of4 

生前贈与と家族信託の回では、 2つのテーマを扱ったため量が多く、理解できなかったとの回答か4件ありました。
提供する情報量が多すぎないように、今後のテーマ選定について改善します。

5.セミナーの資料について

セミナーの資料

白黒のコピーでは薄くて文字が読めない部分がありました。
資料によっては文字が小さいとの指摘もありました。
今後の資料作りに生かしたいと思います。

・大変良い

良い

悪い

未記入

16



平成27年度横浜市協働事業アンケート結果
6 シニア時代の対策

かながわFP生活相談センター

シニア時代の対策

・健康作り

生活資金

終のtlit

ライフプラン

・遺書書

・何もせず

来記入

健康づくりが58%となっていますが、コメントから「気を付けている」という程度のようです。
実際に具体的な行動をしているかは、見IJ途調査する必要がありそうです。
結果として6割程度の方は何もしていないという事が想定されます。

7 期待するセミナー

希望するセミナー

・資産運用

不動産

保険

家計見直

・その他

朱記入

今後開催を期待するテーマは各分野に分散していました。

8 セミナーの情報入手経路

情報入手経路

・横浜市広報紙

・微浜市のHP

横浜市のメルマガ

KFSCのHP

・知人の紹介

・チラシを貝て

・市役所のチラシ

・区役所のチラシ

・地区センヲー

ケアプラザ

・横浜シニア大学

横浜市の広報誌を見て参加いただいた方が30札、らっしゃいました。
広報紙にはテーマ記載しかなく、これだけ申し込みがあったのは意外でした。
講座のテーマ（タイトル）も重要である事が伺えます。
今回シニア大学受講者にチラシを配布した結果、シニア大学からの受講者も22%と第二位でした。

3of4 
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平成27年度横浜市協働事業アンケート結果 かながわFP生活相談センター

9.性別

10.年飴

11 .職業

性別

年齢

職業

・男性

女性

未記入

・40歳以下

・40代
50代

60代

・70歳以上

来記入

・会社員

公務員

主婦

・年金受給

・自営業

・その他

朱犯人

主婦の方の年齢から、ほとんどの方は年金受給者のようです。
次回以降のアンケートでは、職業と年金受給の有無は分けた方が良さそうです

4of4 
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特定非営利活動法人 

ＦＰネットワーク神奈川 

1



（第12号様式）

消費者団体等協働促進事業補助金実績報告書

横浜市長

平成28年4月8日

団体名特定非営利活動法人

FPネットワーク神奈J11 

所 在 地 干220-0011

横浜市西区高島2-6-38

岩井本社ビル3F

代表者名仲井間美穂 警警
平成27年6月29日経消第259号で交位決定を受けた消費者団体等協働促進事業補助

金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて報告します。

1 事 業 名 生活のトラブル防衛隊～生活を支えるお金の無料相談会

2 補助金交付額

3 補助金執行額

4 残額（余剰金）

米この書類は、横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般の開覧1こ供しなければ亭りませ

ん。

2



（第13号様式〉

1 団体名

2 事 業 報告

交｛寸対象事業報告書

特定非営利活動法人FPネットワーク神奈川

＜総評＞ 今年度は当初計画9月～3月原則第2土曜日を実施臼

とレ、 1日4組、 7回の合計28組を計画した。 12月は第3

土曜日の希望者が多く、本来の第2土曜日を2組、第3土曜

日を4組とし、合計30組を用意しだ。募集・周知方法の徹

底により、計画を大幅に超える問い合わせ・応募があり、中

昧の濃い事業として個別相談会を実施出来た。

＜参加者・人数＞ 用意の枠は予約で全て埋まり、 6組程は間

い合わせ段階で希望日時が合わす、断怠されだ方もいた。た

だ直前に病気やキャンセルが入り、調整の時間的制約で3組

の未消化枠が出て、結果27組、 90%の実施率となった。

＜体制＞ 相談員はメインとサブの2名体制で取り組んだ。

＜募集・周知方法＞ 横浜市広報及ひやハマふれんどへの掲載

弊団体協働事業専用 HP（相談予約状況、常時把握可能〉に
バ7'7

よる周知。 区役所・地区センター・生活協同組合・地域フ’

ラザへのチラシ配布、弊団体クラブのダイレクトメール・団

体会員の知人への声がけ等広く募集・周知徹底を展開レ定。

＜申レ込み方法＞ 専用受付電話、専用 Eメール、チラシ裏面

EA×申し込み

3



3 事業 評価 相談実施団体として相談者の立場に立って、生活上の悩み、

トラブルと向き合い、幅広い選択肢と的確な朗言を行うこと

を念頭に置き、本事業に取り組んだ。相談内容とレて、生活

設計、保険の見直し、金融資産運用、住宅ローン、教育資金

年金相談、相続等多岐に渡っており、昨今の経済情勢、将来

不安を反映していると思われる。

相苅による双方向の相談なので、問題の所在を早期に共有で

きて、その揚で直ぐ反応ち得られるため、解決の糸口を見つ

け易い。

相談者の反応とインフォームドコンセントから自己評価すれ

ト l望1型空！？＿塑里度の高い相談会であったと評価できる。

相談日程及び揚所については原則第2主曜日、弊事務所と

固定したことにより、周知の徹底に寄与した。

横浜市との協働ということで、広報やハマl忘れんどへの掲載

地区センター、地域ケアプラザ等へのチラシ配布協力も

募集の強力な支援となった。

今後の見通レとして、中国経済の原則、世界的テロ懸怠等の

景気へのマイナス面もあり、格差の拡大や社会保険コストの

負担増を含め将来への不安は増幅されている。

将来不安に向き合い、生活防衛の視点を強化レ、消費者市民

社会の実現のためにより適切な行動を取るだめの相談二一ズ

は益lマ高まると考えられる。市民への情報発信と適切な助言

のだめの本事業の寄在及び活動内容に目を向けさせる為の

一層の努力が求められる。

4



（第 14号様式〕

交的対象事業収支決算書

収入合計 ¥161. 688 

支出合計 ¥161. 688 

1 収入の部 （円〉

I頁 目 金 富買 説 明

市補助金 1 00, 000 

団体負担金 61, 688 

f> コ 言十 161, 688 

2 支出の部 （円〉

項 目 金 額 E見 日且

要員謝金 1 04, 000 要員謝金（＠6, 50 0×2名x8回〕

印刷費 9, 91 4 チラシ印刷代（7. 862+2, 052) 

通信費 21, 854 受信用電話代、郵送料

会揚費 25. 920 相談室代

f> コ 計 161, 688 

5



横浜市経済局協働事業 2015 年度「消費者団体等協働促進事業」 

お金にまつわるご相談にお答え致します！

・・相続税が上がったって本当？どんな対策が必要？

・・子どもの教育資金はどうやって準備したらいいの？

・・住宅ローンを借り換えるべきだろうか？

・・家計の見直しはどのような点に注意したらよいだろう？

・・生命保険を見直すポイントが知りたい

相談会会場

●●ＦＰネットワーク神奈川 （ＦＰＮＫ） 相談ルーム

横浜市西区高島２－６－３８ 岩井ビル３階  （横浜駅東口より徒歩５分）

申し込み方法 

●●お申し込み先 ＮＰＯ法人ＦＰネットワーク神奈川 （ＦＰＮＫ） 

●●お電話の場合 ０８０－２２１４－９３４６ （平日 10 時～17 時受付）

お申し込み時に、お名前とご連絡先をお知らせください 

●●ＦＡＸの場合 ０４５－４５０－１３０３ （裏面にご記入の上、切り取らずにＦＡＸください） 

●●メールの場合 soudan@money.kanagawa.jp 
（件名に「横浜市・無料相談」と入れてください） 

●●予約開始日 平成２７年９月１１日（金）午前１０時より

ご相談にあたってご留意いただきたいこと 

●●相談ご希望日の３日前午後５時までにご予約ください。

●●ご相談時間は１組１回 30 分です。

14：00～14：30 / 14：45～15：15 / 15：30～16：00 / 16：15～16：45 の４つの時間帯です。

●●時間が限られているため、問題解決まで至らないこともございます。

●●特定の保険商品や金融商品などのおすすめや、金銭のご融資はいたしかねます。

●●予約受付時など、電話でのご相談はお受けいたしかねます。

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）による

個個人人相相談談開開催催！！
無 料 

平成 27 年 9 月 26 日～平成 28 年 3月 12 日 

相談時間 １組３０分 （先着順・要予約）

詳細な日程と会場の地図は裏面をご参照ください。 
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平成 27 年 

開催日 
時 間 

平成 28 年 

開催日 
時 間 

9/ 

10/ 

11/ 

12/ 

26（土） 

10（土） 

14（土） 

12（土） 

① 

② 

③ 

④ 

14：00 

14：45 

15：30 

16：15 

～ 

～ 

～ 

～ 

14：30 

15：15 

16：00 

16：45 

1/

2/

3/

9（土） 

13（土） 

12（土） 

①

②

③

④

14：00 

14：45 

15：30 

16：15 

～ 

～ 

～ 

～ 

14：30 

15：15 

16：00 

16：45 

※開催日程が追加される場合もございます。当ホームページをご確認ください。

http://2015.money.kanagawa.jp/

無料相談スケジュール（平成27年9月26日～28年3月12日）

ＦＡＸ申し込み用紙 切り取らずにＦＡＸしてください 

●お名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●緊急時ご連絡先電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（日中連絡の取れる電話番号をご記入ください）

●ご希望日時 第１希望 月   日, 開始時間 ：   ～ 

第２希望   月   日, 開始時間   ：   ～ 

●ご相談内容に○をつけてください

保険・ライフプラン・相続・ローン・住宅・医療介護・資産運用

 その他（    ） 

●相談内容

会場への
道 順
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神奈川県ファイナンシャル

プランナーズ協同組合
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（第12号様式〉

消費者団体等協働促進事業補関金実績報告書

横浜市長

平成27年 11月之O日

団体名 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

所在地干221-0835

平成27年6月29日経消第259号で交付決定を受けた消費者団体等協働促進事業補

助金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて報告します。

1 事 業 名 知らないと危なし＼! F Pに聞く家計知識のいろは

2 補助金交付額

3 補助金執行額

4 残額 （余剰金）

￥ 

￥ 

￥ 

300,000 

293,417 

6,583 

※この書類は、横浜市市民協働条例第7条第4I頁の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。
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（第13号様式〉

1 団体名

2 事 業 報告

交借対象事業報告書

神奈川県ファイナンシャルプランナース、協同組合

}_•_ 企画

横浜市ヘ応募するにあたり、市からの提案要請である

「消費者トラブル、消費者被害の未然防止等」を踏まえた

講座内容と人選を行い、 4日16回講座を鶴見公会堂、青葉山内

地区センター、神奈川公会堂及び戸塚地区センターの4か所で開

l催する内容で提案書を作成しだ。

当組合の目的は、あんレんで豊かなくらしをめざす

生活面での諸々のトラブル防iとのための情報提供をすることで

ある。

2.広報

( 1 ）横浜市から各区役所（18か所〉ヘ 1か所あたり 30枚

のチラシ配布を依頼レた。

(2）地区センター（72か所〉ヘ 1か所あたり 30枚のチラシ

の配布を依頼レた。

(3）横浜市内地域包括支援センターにチラシの配架を依頼し

だ。

＿（＇.＇：＇） 横浜市内の生活協同組合にチラシの配架を依頼レた。

(5）当組合HPに掲載して受講者の募集を行った。

(6）当組合の過去開催セミナー客に対レてメールで告知レた

3



3 事 業 評価

~－：？.：）担当講師が知人等を招待レた。

~－~！ 当組合の会員・賛閉会員向けに講座案内をメールで告知

した。

3.運営講師の｛也に控え講師が待機し、パソコン及びプロジ工

クターの準備、資料、アンケートの配布および回収を行った。

昨年は万国橋会議センター1か所で、 8日16固のセミナーを開

催レたが、集客に苦労した。今年はその反省を踏まえて、 4日1

6回のセミナーを横浜市内4か所で行うこととした。 1日で4種

類のセミナーを開催することで、当初予約での混乱があったが

徐々にアンケート結果のとおり、多岐にわたる内容の講座であり

閑人数がi普えて顧客満足度が高まり昨年を上回る問司

ったと考えます。
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（第 14号様式〉

交付対象事業収支決算書

収入合計 ¥ 308.861 

支出合計 ¥ 308.861 

1 収入の部 （円〉

項 日 金 害責 説 日足

市補助金 293.417 （受領年月日平成27年 8用 1 7日〉

団体負担金 15,444 

tコ,. 計 308,861 

2 支出の部 （円〉

項 目 金 額 説 日息

講師謝礼 150,000 1 0,00 0円×15回〈脚注参照〉

原稿料 80,000 5,00 0円×16回

会場使用料 18,640 セミナー会場4か所（脚注参照〉

交通費 1 8,594 明細は脚注参照

資料作成費 16,390 レジュメとアンケート作成費用

内訳は脚注参照

印刷費 1 1,380 チラシ作成費用（領収書参照〉

配送・雑費 13,857 地区センター、生活協同組合ヘチラシ送付

費用

fコ,. 言十 308,861 
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横浜市在住・在勤の方むけ

｢知らないと危ない！ＦＰに聞く家計知識のいろは｣講座 
特定の金融機関等に属さない公正中立なファイナンシャルプランナーによるセミナーです 

日時・会場： 

平成２７年１０月１０日（土） 鶴見公会堂 第1部 １８時～１９時３０分  第2部 １９時４０分～２１時１０分 

平成２７年１０月１７日（土） 青葉山内地区センター 第1部 １３時３０分～１５時  第2部 １５時１０分～１６時４０分 

平成２７年１０月２４日（土） 神奈川公会堂 第1部 １３時３０分～１５時 第2部 １５時１０分～１６時４０分 

平成２７年１０月３１日（土） 戸塚地区センター 第1部 １３時３０分～１５時 第2部 １５時１０分～１６時４０分 

受講料： 無料 

定員： ３０名 （申込多数の場合先着順） 

平成２７年度横浜市消費者団体等協働促進事業
主催：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

10/10
（土） 

第
1
部

① 
納得の住まいづくりのための法律を学ぶ
住宅の新築、増改築時に注意すべき法令上の制限についてやさしく解説します 

長谷川 
 良行 

② 
【騙しのテクニック】その実情について事前に知っておくことが最大の防御
高齢者中心に未だ増え続けている悪質商法の実情を解説。また金融商品を取り扱う際、陥り
やすいトラブルやその防止法について分かり易く解説いたします 

滝田知一 

第
2
部

③ 
これからの高齢者の生き方 ～４０代から考えよう！シニアライフ
高齢者の現状と今後の予測から、早期のリタイアメントプランを計画し、楽しく・安心・安全な人
生を送る秘訣を提案します 

入野泰爾 

④ 
リスク商品への投資について欠かせないポイントを学ぶ
リスク資産（株、投信、債券）投資で気を付けたいこと、そしてリスクを下げる方法とは？トラブ
ルを起こさないために気を付けたいこと

岡野征治 

10/17
（土） 

第

1
部

⑤ 
生命保険の最新事情を学ぶ 
国内及び外資系生保合わせて約４０社のうち主な生命保険商品の最新情報を解説します

佐藤博信 

⑥ 
知って得する相続の基本 ～贈与・不動産の活用と相続対策を学ぶ～
相続対策と節税の基本を学びましょう 贈与と賃貸不動産の有効活用法も解説します 

佐藤栄一 

第
2
部

⑦ 
減り始める年金と老後への備えを学ぶ
国の年金制度の今後の見通しを概観し、老後のために備えるべき資金とその 
準備手段について学びます 

川上壮太 

⑧ 
株式投資で気を付けたい大切なことを学ぶ
株式投資の王道とは？ トラブルが起きた場合、守ってくれる法律とは？ そしてどこに相談す
ればいいか。 バフェットの投資方法に学びます 

岡野征治 

10/24
（土） 

第
1
部

⑨ 
住まいにかかる税金と特例を使った節税策
住宅の取得、保有、売却時にかかる税金を節税する方法をやさしく解説します 

長谷川 
 良行 

⑩ 
相続がきっかけで“家族同士が争いごと”に発展しないようにする対策

“争族トラブル”を未然に防ぐための3つの準備を一緒に学びましょう 
滝田知一 

第
2
部

⑪ 
資産の分散投資のメリットを学ぼう  ～将来のインフレに備えましょう！～
金融資産・不動産は上手に分散投資することで有効に殖やせます 将来のインフレに備える為
にも分散投資を始めましょう 

佐藤栄一 

⑫ 
住宅購入の３つの不安、住宅ローンの二大リスクは？
一生に一度の高い買い物、リスク対策を考えましょう！品質や価格は？借りすぎて子の教育
や老後に影響しないか？金利が上昇～返済額アップは？ 

仁科眞雄 

10/31 
（土） 

第
1
部

⑬ 
自分でできる生命保険の見直し方を学ぶ
必要保障額とは何か？自分で生命保険の見直しが出来るようになります 

北条文明 

⑭ 
401Ｋ法（確定拠出年金法）の大改革～「そのうち何とかなる」は昔の話
年金の給付減額で若い人も老後資金準備が欠かせない時代に！非課税で積立てる４０１Ｋ制
度が主婦・公務員にも拡大、有効活用する方法を学びましょう！ 

仁科眞雄 

第
2
部

⑮ 
住宅ローンの見直し方を学ぶ
住宅ローンの借り換えとは何か、借り換えで毎月の固定費を削減できないか 

水内隆弘 

⑯ 
金融商品トラブル事例と消費者保護制度を学ぶ 
貯蓄から投資の時代、金融商品トラブルは多くなった。事例からトラブル対策を学ぶ 

佐藤博信 

受講無料
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募集開始日： 9月11日（金）    募集締切日： 各開催日の１週間前

お申込みは以下の４つの方法いずれかで、

         045-315-0121 （電話受付時間 9時～17時、土日祝日を除く）

             http://www.fp-kanagawa.com/ にアクセス

        以下の欄にご記入の上 045-315-0122  まで送信

          info@fp-kanagawa.com  宛てに以下の項目を送信

横浜市在住・在勤の方むけ 
｢知らないと危ない！ＦＰに聞く家計知識のいろは｣講座 

FAX送信用紙 ０４５－３１５－０１２２ 

電話の場合

ＦＡＸの場合

ホームページから

Ｅメールの場合

ふりがな □ 男   □ 女 参加を申し込むセミナーに○を付けてください 

   1,   2,   3,  4,  5,    6,    7,    8, 

   9,  10,   11,  12,  13,  14,   15,  16
お名前 年齢   歳

電話 ＦＡＸ E-mail

ご住所 (〒 - ）

ご注意：上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情報を 提供することや開示することはありません。 

お問い合わせは
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8  第１安田ビル7階 
TEL:   045-315-0121    FAX:   045-315-0122 
URL:   http://www.fp-kanagawa.com 
E-Mail:   info@fp-kanagawa.com
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平成27年度横浜市消費者団体等協働促進事業

知らないと危ない！~F~，pょに聞ζ家計知識の

いろは講座

金融商晶のトラブル事例と
消費者保護制度

平成27年10月31日（土）

ファイナンシャルプランナー 佐藤 博信

KFt＝＞議.~i：；、·：11己五I~劫品問！~！

重融商晶の；ト！ラ切じ事例から学ぶ
福註訴〉タ寸自談事例から）

1.一時払い終身保険

2.変額個人年金保険

3.投資信託

4.クーリング・オフが適用されなかった

5.適合性原則が不十分

All Rights Reserved by KFP 

9



l.1一時払い終身保険

一時払い終身保険は2005年12月22日に銀行窓口での販売が解禁さ

れた、契約時に保険料を全額払い込むタイプの保険商品である。

経過年数によって死亡保険金や解約返戻金が増加していくという、死

亡保障とともに貯蓄性をも有する商品である。

このような特徴から、 「預金より利回りの良い商品」などと勧められるケー

スが多い。

しかし、終身保険は元本割れを起こさない定期預金とは異なり元本保

証の商品ではない。

中途解約を行った場合、経過年数によっては解約返戻金が一時払い保

険料を下回ることがある商品でもある。

銀行の是期預金と一時払い終身保険の比較

ここで；tI羽子の定期ー践活主と一一時払し 1の終身保~食を上じ較しノてみまレょう。

銀行 の 定 期予賞金の平均的な金利は 0. 0 3 °/o （税弓｜をき後金利 0.

0 2 4今ゐ〉 -c:-・宅3”。

定県月壬~重宝｛こ 1 0 0 Yう“向子員けたと さIると、

1五手三オ盆｛芯 l,00 0,239F9 5勾可愛は 1,0 01,195内

10~三才者 l e会 1 ,002,393  F可

A おこの 一一時訂正いの終局イ呆険｛ζ 1 0 0万円で加入レた場合｛誌、

1年後は980,000内

1 0 £f三毛長 ｛ま 1,050,000Fヨ

1 .0 01..1.95F9 

1 ,002 ,3 9 3 ドJ

5'.q主手設｛設、 l,005,000P1 

1 0 0. 5フ=j円

105二l5'P3

2014/11/29 
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相続対策として有効活用できる

1 .納税資金準備
遺産のほとんどは不動産で現預金は少ないといった場合、突然多額の相続税を

納付しなければならないケースがあります。通常相続財産は、遺産分割協議が
終わるまで凍結されてしまいます。

2.財産評価引き下げ（非課税枠活用）

死亡保険金の非課税の限度額は「500万円×法定相続人の数」
3.遺産分割

死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。

特定の相続人だけに財産を残したいと言う場合に活用できます。

2014/11/29 

【事例】元本保証で利率が良い商品と説明されて契
約したが、一時払い終身保険だった

10日程前、銀行の窓口に出向いたら、担当者より「誕生日フ。レゼントを渡した

い」と言われ、 2階へ案内された。そこで別の担当者から「3年経過すれば利息
が出て、しかも元本保証Jという商品を勧められた。

数年前に別の金融機関で勧められるまま投資信託の契約をし、損失を出した
経験があり、預金以外は契約しないと窓口の担当者に何度も伝えていたので、

預金のつもりで契約した。

通帳を持っていないと言うと、通帳を取りに行くついでという理由で担当者が車
で自宅まで送ってくれた自宅に保険証券が届き、初めて生命保険の契約だっ
たとわかった。銀行で生命保険を勧誘するとは知らなかった。解約したい。

11



上記事例の問題点

＊銀行窓口販売特有の問題点

預金と誤解するような勧誘

最初の勧誘時に保険であることを告げない

クーリング・オフに関する説明不足

＊一時払い終身保険の販売で見られる問題点

事実とは異なる「元本保証」という説明

解約返戻金が支払った保険料を下回るおそれがあること

について十分な説明がない

消費者の意向に合致していない商品を勧誘

2014/11/29 

50万円以上の保険料を一時払いし、保険会社がこれを株式投資信託などで運用する投資
型保険商品です。株価、債券などの運用実績に応じて年金受取額が変動するリスク商品の
一種です。年金受取開始前に死亡した場合は、 一般的に一時払い保険料が死亡保険金額と
して最低保証されます。

「年金受取総額が一時払い保険料以上になるよう に最低保証するタイプ」 「中途解約や年
金一括受取の場合は、 一時払い保険料が最低保証されないタイプ」 「運用実績によって積
立金が増えた場合、死亡保険金額がステップアップしていくタイプ（ラチエツト型）」な
ど商品種類も多岐にわたります。

年金額をふやすことを目的にした保険商品ですが、 リスクが高い保険商品といえます。

※ ラチエツ卜死亡保障額は基本給付金（一時払保険料）の2倍を上限とする。

All Rights Reserved by KFP 7 
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＜変額個人年金保験の仕組み＞

＋一年金原資

運用期間 日
引

d

F｜
 

問
問

門

V
A

同
又〈霊「

i

停
守
一
A
ロ開nv〈一州又

All Rights Reserved by KFP 8 

銀行で勧誘を受けた高齢者が、預金だと思って変額個人年金保険を
契約してしまった事例

＊ 高粒q)~が、Ji慣れない書実舵メシヌkットを持っていた。父に尋長たところ、樹子か
ら定期預金の満期のお知らせが届いたので、手続きのため、病院帰りに1人で銀行に出
向いた際に、銀行の担当者から「10年後に10万円の利息が付く商品がある」と勧められ、
その場で、申し込んだとのことだった。

＊パンフレットの内容を確認すると、、額咽は年金保険の契約であることが分かった。父
には保険商品を契約した認識はなく、家、で話し合った結果、父は解約を希望した。

＊銀行から受け取った書面には「契約申し込み日または一時払保険料充当金支払い日の
いずれか遅い日から8日以内はクーリング・オフが可能」と書いてある。契約書面を確認
した限りでは、既に契約から8日が経過していたが、とりあえず保険会社にクーリング・オ
フの通知を出した。

＊しかし、保険会社から認められないと言われた。どうしたらよいか。

（相談者：40歳代女性無職／契約当事者：70歳代男性無職）
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国民生活センターから銀行等への対応

[1］銀行 銀行は「契約当事者は高齢で、かつ投資経験もないと認識しているが、複数の担

当者で面談をするなど社内規定を遵守（じゅんしゅ）している。本件の説明は45分以上

行った。契約申込書の一部を代筆したこと、一部のチェックが漏れていること、家族の
同意を確認していないことは認める」と回答した。

[2］保険会社 保険会社は、クーリ ング－オフ期間を1日経過しているが、契約締結過程
に問題がなかったか銀行に確認したうえで対応を検討 したい、と回答した。

当センターは、これらの確認内容を踏まえ、保険会社に対し「契約当事者は保険契約
をしたという認識すらなく貯金と認識している ことから、適切な説明があったのか、本
当に社内ルールが遵守されていたのか、また、他の銀行業務で取得した娘の生年月日の

情報は本来流用することが許されていないものではないのか、といった問題があると考
えている」と伝え、銀行と保険会社とで話し合った結果を連絡するよう依頼した。

後日、保険会社よ り、契約締結過程の問題点に鑑み、手数料を含め全額を返金すると

の回答があった。この回答を契約当事者と相談者に伝えたところ、了解された。その後
返金されたことを確認し、相談を終了した

2014/11/29 

上記トラブル事例の問題点

＊一般社団法人全国銀行協会の「生命保険・損害保険コンブライ
アンスに関するガイダンス・ノート」では、高齢の顧客に対しては、
商品のリスクについて特に丁寧な説明が求められるとし、説明時
に家族の同席を受けることや十分に検討する期間を設けることな
どが例示されている。加えて、代筆・加筆についても、不当な行為
の一例として禁止している。

＊銀行の内部ルールにおいては、複数者の面談や家族の同意など
を必要とするなど、高齢の顧客に配慮した規定が設けられていた
が、形骸化していた。

＊保険の勧誘を行う事業者は、適切なプロセスを経たうえで、契約す
ることを社内で徹底する必要があると思われる。
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3.投資信託

「貯蓄から投資ヘ」という流れの中、投資信託に関する相談が年々多く寄せ
られるようになってきていますo 勧誘方法に問題があるものやリスクの説明
が不十分であったと思われる相談事例も見受けられます。

2007年9月30日に全面施行された「金融商品取引法」では、広告表示や
販売勧誘の際のルールも強化されましたが、投資信託は仕組みが様々で
複雑なものもあり、また、元本割れのリスクがある商品であることに変わりは
ありません。

投資信託トラブルの現状

国民f活センターでほお09年4孔 lこいわゆる 「ノ ックイン型投資信託Jに関する注意喚
一九h～ι 

起を行った。 しかし、全国の消費生活ぞンタ？に寄せられる投資信託に関する相談はそ
れ以降も増加傾向にあり、 2011年度は1700件を超えでいる。

相談内容としては、 「契約・解約」や「販売方法」 に関するものが多く、 中でも元本
保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。また、契
約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1000万円を超えている こと も
投資信託に関する相談の特徴である。

他方、 2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、
今後は消費者 トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、投資信託の市
場規模（約93兆円）は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現
状である。

I ~ji ふ1·0-··201・，・ふ，・2・・・2"013-2014.. 20ゐ一一！
！均一·」~とJ竺1 ,5戸 1竺竺4 296（戸時竺j
干8談件数は2015年8月31日現在（2015年度かう経由相談の件数を除いています）
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事例E：元本保証だと思っていた投資信託トラブル

5年前、定期預金の口座を作ろうと銀行に出向いたところ、定期預金より
利率が高く、しかも元本保証の金融商品があるとノックイン却の投資信託を
紹介された。元本保証があるなら良いと思い900万円の契約をした。

それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元

本保証ですよね」と確認したところ、「株価が一定の金額以下になると元本
保証はなくなるJと言われた。そのような説明は契約時には聞いていないし、

元本割れの可能性があるなら契約はしなかった。元本割れをしたので補償
を求めたい。（80歳代男性）

ノックイン投資信託とは？

株価指数など対象となる資産の価格（以下？ 「株価指数等j といいます）があらかじ
め決められた水準と等しくなるかこれを超えることを「ノックインJといい、 「あら
かじめ決められた水準」のことを「ノックイン価格」といいます。

「ノックイン投信」とは、上述の 「ノックインJにならなければ、比較的高い利回り
が支払われるといった、特殊な条件が定められた債券（仕組債）を投資対象とする投
資信託で、期間中に一度でも「ノックイン」になった場合には、株価指数等に連動し
て償還価額が変動する ことと なります。

また、多くのノックイン投信では、株価指数等が一定水準（早期償還判定水準）と等
しくなるかまたはこれを超えた場合に投資信託が早期償還される「早期償還条項」が
ついています。
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日経平均株価の値動きによって償還条件が決定される仕組みのノックイン投信につ
いて、想定される主な償還パターンをグラフに表したもので、す。

＝倍率：号待lヨ
；：；二、

9互王 －~
,CJ笠γ2

3rてz干tさ

,... J ・
’’ ，・
三宮

..... 
s：主演辺聖

コ主a'.t8

t芳1jj£費星j践を

リンク償（ノックイン鍋）のリスク

聖書Z耳＂＇魯 a=i:.ri! 
三制定 8 ：：：乞j・E8 

込ョ

管室バロ巴!i:::

この債券は実はかなり fりスクの溜いJ債券です。ちっとち fノックインj しはりれば特

別問題はないのですが、ノ、yクインした場合は多くのケースで大きく元本部れを起こしま

す。

よくあるパターンとしての5経平均リンク領 （ノックイン慎）をみてみまレょう。通常満

期時の魚併は下記のようになっています。

{1）一度もノックイン価格を下回らなかった場合

鋭部償還

(2）一度でもノックイシ価格を下回った場合

富良部金額×替照価格÷基準価搭で償還される

(1）の説明｛志野j愛します。

2014/11/29 

(2）についてですが、大きく i器準価格j fノックイン価絡j f捗照他栴jの主つが符在

します。

器準備格 ：この仕組み僚が設定されるときの日経平均株価

ノックイン価格 ： f基準価裕JX r指定割合（たとえば60%J

彩鮒価格： 満期情還時の日続平均株側

2014/11/29 
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{!f1)現在の日経平均株舗が9000円、ノックイン鏑格5400丹として、ノックインしてしま

った場合の満期時の償還金室長を計算レます。投資額（鎖詣）は100万円とします。

参照信絡 償還｛謡格

9000円以よ 100万円

8000内 88万8900円

7000円 77万7800円

6000丹 66万7千円

5000円 55万6千円

4000円 44万科00円

3000fJ 33万3300内

上のように移照価格（満期時の日経平均株偽）が下がるほど、 償還される錨格も下がって

きますω 債券という名前はついていますが、株価の下港がモロに反映される債券というわ

2014/11/29 

けですむ

一方、ノックインレたあと、その後株価が急回復して基準｛適格を越えた場合でち滋常｛高速

される舎を立は綴詰までとなっています。

そのかわり、遜需の僚努よりはかなり高い科患をもらうことができます。

たた、議い利息についても少レ曲者で多くの場会｛早期償還条議iが付帯していますc こ

れは一定の株価を越えると平均繍遣しますよというちのです。

たとえば基準備絡が9000Piの場合9500内くらいに翠期僕滋｛蹴が決められとおりこれを

こえると期限的に僕遇されるので&iい利忠を受け取れないということもありますq

2014/11/29 
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事例2：分配金が倍になると言われて「通貨選択型J
の投資信託を契約したがやめたい

以前から取引のある証券会社から、分配金はこれまで持っていた商品の倍になると言わ

れて、通貨選択型で為替ヘッジのある投資信託を契約した （契約金額約400万円） 。

目論見書などは契約後に渡され、 後で読んでみるとリスクの高い商品であることが分

かった。翌日解約したいと申し出たが、すでに契約書にサインしているので解約できな

いと言われた。支払いは以前取引していた投資信託の解約金を充当し、不足分は 1週間

以内に支払う約束をしていた。納得できないのでやめたい。

2014/11/29 

択型投資信託のイメージ図通貨司

2 
階

為替市場

投
資

階
・ハイイールド債

・新興国の国債
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証券会社・銀行

・ブラジルレアル

コース

－円コース

・米ドルコース
．豪ドルコース

個
人
投
資
家

損
益
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ν，． 

通貨選択型投信の基本的考え方

仮定①：現在の為替レート

1米ド＝120Pl • 1ブラジルレアル＝30円

＼ ＼／ノ

1米ドル＝ . 0ブラジルレアル

現在 1年後

1米ドル× 1.002 = 1. 002米ドル

現在の為替レート 1年後の先物予約レート

4.0 4.391 

仮定②1年物の市場金利

米ドル：0.2% 

ブラジルレアル：10%

4.00ブラジルレアル×1.10=4. 40ブラジルレアル

4.40÷1. 002=4. 391 

ブラジルレアルを選択してハイ・イールド債に
投資する場合

』－ 円 司・明司・・R～～、選択通貨 米ドル
司． ‘ゐ

1米ドル＝＝120円一司司.＿
~－＂司司圃......－－」，．

1,000,000円を 米国ハイ・イールド債

投資 8. 333米ドルを購入

1米ドル＝4.391レアルで
為替先物予約取引

金手IJ7%と仮定

1年後 1米ドルニ4.391レア’レ

39. 1 51レアル 8. 916米ドル

... 
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国民主活もレ乏ーからの助言

投資信託に関する相談が増加しています。中でも契約当事者が60歳以上の
相談が全体の約8割を占めており、その割合も増えています。

契約前に「元本割れするとは説明されなかった」という相談や、説明が
あっても契約する消費者にとっては十分でなく、誤解からトラブルが起き
ているケースもあります。

投資信託は預貯金とは異なり元本が保証されるものではないことを認識し
契約する場合は慎重に判断することが大切です。

投資信託の中には、リスクや仕組みが複雑な商品もあります。十分に理解
できない場合は契約は控えましょう。

心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センタ一等にご相談ください。

4.ク←リング・オフが適用されなかった

＊以前から取引のある保険会社の営業職員が来訪し、勧められて
個人年金保険に加入の申し込みをした。事情により、 3日後に申
し込みを撤回したいと申し出たが、保険会社はクーリング・オフは
できないという。保険料は保険会社の指定する口座にすでに振り
込んでいる。また、保険会社は約款を渡したというが受け取って
いない。

* (70歳代男性無職）

21



上記事例解説

生命保険には、契約の申し込みをした後でも申し込みを撤回することができる「クー
リング－オフ制度」が保険業法の中で明文化されています。

契約の申し込み日または「第 1回保険料充当金領収証Jの交付日のいずれか遅い日か
ら、その日を含めて8日以内（8日以上の会社もあります）であれば申し込みが撤回で
き、支払った保険料は返還されます。

ただし、保険業法及び同法施行令により、次の場合には同制度が適用されないので注
意が必要です。・保険期間が1年以下の場合・生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合・保険会社の指定する医師の診査が終了した場合・既契約の内容変更の場合など

以上のほか、本事例のように、預金または貯金の口座に対する払い込みによる方法で
保険料を支払っている場合などは、同法施行規則により申し込みの撤回ができません。

5i.l適合性原則が不十分

亡くなった夫と取引のあった証券会社の女性外務員 2名から一時払い定額個人年金保
険を執劫に勧められた。今日中にと言われて、すでに証券会社に預けてあった金額に公
的年金からも捻出して約500万円を一括支払いすることにして契約を結んだ。

しかし前日にがんが見っかり、入院－手術等で自由に使えるお金も必要であり、その
ことは外務員にも話したが、契約して 9日目にやめたいと言ったら100万円以上も差 し
引くことになると言われた。納得できない。

(80歳代女性家事従事者）
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上記事例の結末

国民生活センターから、相談者は80歳代と高齢であり、 10年間保証付終身年金の契

約は適合性原則に照らして問題であること、がんであることが分かり、手術代等が必

要な事情があるにもかかわらず契約を急がせたこと、証券会社は引受会社の保険会社
のことを説明しなかったことなど、契約時の問題点を再度申し入れた。

その後、保険会社から証券会社との話し合いをもったとの報告があった。その内容
は、 「証券会社の募集は適切で、消費者は納得して契約している。 しかし、消費者の
二一ズの確認や商品のしくみや契約先に関する説明には不安が残ると言っている。今

後、証券会社と消費者が話し合い、消費者の希望にできる限り近いかたちで対応した
心」とのことであった。

その後保険会社は勧誘に問題があったと考え、契約を取り消して全額を返金した。

まとめ
トラブル事例から学ぶこと

・適合性の原則が守られているか j
投資者保護の観点から、金融商品取引業者に対して、顧客の知識ょ経験・資産状況－

目的に適合した金融商品を勧誘－販売することを義務づける規定。日本では金融商品取
型法に規定されている。． 元本保証ではないこと等リスクについての説明が十分では

ない・商品自体が複雑で、そもそもリスクの内容等を認識できな

・判断能力が不十分な消費者による契約

・断っているのにしつこく勧誘される
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第2部消費者保護制度

1 .金融商品販売法

2.消費者契約法

3.金融商品取引法

4.預金保険機構

5. 生命保険契約者保護機構

6.損害保険契約者保護機構

7・ 投資者保護基金
8. 国民生活センタ－
9.金融取引に関する相談窓口

1: ..金融商品販売法

2001年4月施行
金融商品とベイオフ

の説明が必要

金融商品サービス

利用者保護を目的

個人・事業者

づ戸芦~
、h二与a

:::s!!=== 1 l勧誘方針吋

元本割れの説明と証勢・
生保のセーフテイネット

の説明が必要

適合性の原則の徹底
売ってはいけない人に

は売らない

断定的判断の提供

祭止 不招請勧誘の禁止
頼みもしないのに勧奨

することの禁止
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金融商品販売法第1条
「金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明
をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項に
ついて説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合
における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売
業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措
置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済
の健全な発展に資することを目的とする。」

一般消費者が金融商品を購入際する際に、売主に説明義務や担保責
任を課した法律である。これは、消費者保護法や宅建法と同じで、
一般消費者を保護し、悪質な業者から被害を蒙ることを防ぐことが
目的である。

2・1・－・消費者契約法1

2001年4月施行

／不利な立場の消費者
の利益を擁護し、
保護する目的

次のような場合、契約を取り消せる
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業

除

事

免

次のような場合は契約を無効
にすることができる

／宮、 （／；

信義誠実の原則に r 守

反し利益を害する条項
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＆金融商晶取引法
概要

2側7卒9月~－o甘から施行された法律で、従
前の「証券取引法」を改正し、整備・拡充した

主な内容は次のとおり

①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資
者保護法制

②開示制度を拡充

③取引所の自主規制機能の強化

④不公正取引等への厳正な対応

金融商品取引法の目的は、もっぱら、公平かつ効率的な市場形成を
作るための法律であって、直接的には、公平かつ効率的な株式市場
を保護する法律である。だから、インサイダーや相場操縦などを規
制し、情報公開を推 し進める法律となっている。もちろんそれに
よって、一般投資家も利益を享受するわけではあるけれども、間接
的な目的にすぎない。
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従来の規制と対象商品例

規制法 金融商品

国債
地方債
社債

総式
投資信託

有価証券意冠する

デリバティブ取引
等（限定列拳）

金

融

商

品

販

証券取引法

売
法 ｜｜ 銀行法 ｜｜ 外貨損金 ｜ 

保険業法 ｜｜変額年金保険 ｜

｜不動産特定共同事業法｜｜不動車線抑制約 ｜

新しい規制と対象商品例

国空
会

商

金滋商品

国債

地方債
社債

株式
挽資信託

信託受益権

デリJtティブ取引

投資性のある預金商品 1 

投資性のある保険商品 ｜ 

不動産ファンド等 ｜ 

金融商品取引法の販売・規制ルールに準ずる

金融商品取引業者〈全て登録制〉
第一種金融 第二種金融 投資運用業 投資助言・代理業
商品取引業 商品取引業

有価証券売買 集団投資 投資信託委託業
・デリバティブ スキーム 投資一任業

金融商品取引法では、一般の
預金、保険は対象外

投資顧問業

商品取引所の規制対象
の商品先物取引〈国内）

は金融商品取引法のル
ールが課せられるが、金
融商品販売法では対象外
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投資家
特定投資家 適格機関投資家、 園、 日本銀行

げ旬の投資家主
～～～～、

一般投資家〈アマの投資家〉 （霊幌、
取引所 三私 ~J
｜ 証券取引所 ｜一一~（

し一一「ノ ｜ 金融商品取引所
｜ 金融先物取引所 I V l 

従来と閉じ名称が使える

金融商品取引にクーリングオフ制度を採用した

41~－ 預金保険機構
銀行が破綻資金援助と信用維持

頭金~：払い戻咽』二〉

決済用預金は全額
定期積金は1000万円とそ

の利息

元本1000万円とそ
の利息を保険金とし

て支払う 日
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5.，生命保険契約者保護機構
生命保険会社が破綻 救済保険会社

保険契約の継続

亡二〉

救済保険会社が現れなかった

場合は子会社で継承 責任準備金の削減

予定利率の引き下げ
等の条件変更

予定利率引き下げの場合の保険金削減イメージ包〈更生手続・諜老 保険の場合〉

吏さ主計溺認可決定8までtζ発生した俗検事政tζは、
裕償対象保険金紋〉が~弘われます

表
東
析
の
内
情

mm金
額

破綻鈎ぬ
ま5任講生音量金

ヨ芝£前の
務任準鋳金． 

－ 

変
更
後
の
｛果

関後め合併錨金雲
〈新しいそ予定科卒〉 ...J 額

〈
免集計総 潟滞約
三翠可決定B

八
Z辺事~ 破綻問
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6:1 ..損害保険契約者保護機構

損害保険会社が破綻 救済保険会社

1）・1 投資者保護基金

1998年に設立 関内の証券会社は
必ず加入

再承継

再移転

補償額は

1設資家あたり

1000万閉

~芝草＼

ι 

証券会社の倒産による投資者を保護の目的で設立
注意！株や債券などは元本価額が変動する商品なので、

預貯金のように元本が保護されていない。
投資による損失も保護されない。
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投資信託は、受託会社（信託銀行）によってフアンド毎に信託財産が分別管理され
ており、委託会社、販売会社、受託会社の信用リスクの影響を受けない制度となっ
ています。

更に証券会社は、顧客から預かった有価証券や金銭を自社の財産とは分けて、顧
客資産として分別管理することが金融商品取引法等によって義務づけられています。
顧客は、証券会社が破綻した場合、預けていた有価証券の返還を求めることができ
ます。

この返還が円滑に進まないときに補償をするのが授賞ぎ深護基盆です。また、顧
客に返還されるべき資産の保全をはかる必要があると認めるときは、その必要の限
度において、顧客のために裁判上文は裁判外の行為を行なうことがきます。

8.1国民生活センター

＊独立行政法人国民生活センター
0120-737-871 
携帯電話スマートフォンからも相談無料
24時間、 365日相談受付

かながわ中央消費生活センター
045-311-0999（県民センター6階）

各市に消費生活総合センターがある。

2014/11/29 
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9.金融取引に関する相談窓口

盛1l--・ 金融庁金散サービス利用者相放軍 0570-0168111 

銀行取引 銀行協会銀行とりひき相談所 0570-017109 

郵便貯金取引 ゅうちょコールセンター 0120-108420 

信託取引 信託相談所 0120-817335 

証券取引 証券あっせん・相談センター〈東京） 0120-64-5005 

投資信託取引 証券あっせん ・相談センター（東京） 03-5614-8440 

生命保険取引 生命保険協会保険相談所〈東京） 03・3286-2648

損害保険取引 生命保険協会保険相談所〈東京〉 0120-107-808 
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‘ 

平成 27年度横浜市消費者団体等協働促進事業アンケート集計

1 0月 10日

①納得の住まいづくりのための法律を学ぶ

大いに満足2

満足2

・大きな買い物なので、興味深く役だたせたいと思いました

－物件チラシを見るポイント、登記、法令上の制限が興味深かった

－もう少し時間があれば、詳しく聞きたいが、ポイントがあることが分かつ

た。

・不動産の知識を具体的に知れた

② 「臨しのテクニック」その実情について事前に知っておくことが最大の防御

参加者0

③これからの高齢者の生き方～40代から考えよう！シニアライフ

大いに満足 2

・高齢期を迎えた地震にとってとても良いセミナーであった。

難しい内容もあったが、 FPとして今後の勉強材料になった。

・前半の高齢者の現状や推移よりも後半のライフプランが非常によかった。

④リスク商品への投資について欠かせないポイントを学ぶ

大いに満足2

1 0月 17日

⑤生命保険の最新事情を学ぶ

満足3

普通4

・生命保険の様々な商品があることがよくわかりました

．もっと具体的な保険商品の具体的事例を聞きたかった

⑥知って得する相続の基本～贈与・不動産の活用と相続対策を学ぶ～

大いに満足2名

満足1名

コメント

・不動産を活用した相続対策の基本がわかつて良かった。

－税制改正で、相続税増税となるので、今後対策を検討して行きたい。

．贈与を行う事の効果がわかつて良かった。

⑦減り始める年金と老後への備えを学ぶ

大いに満足1

33



J 

満足2

普通2

・年金制度の仕組みがよくわかりました

－本日の話を参考にして、老後祖金作りに役立てたい

③株式投資で気を付けたい大切なことを学ぶ

大いに満足5

満足3

普通1

－長期運用の 15か条がためになりました

．これを機会に株式投資を始めたい

－郵政3事業上場の話が参考になった

1 0月 24日

⑨住まいにかかる税金と特例を使った節税策

大いに満足2

満足1

売却するときの税金をもっと聞きたい

⑬相続がきっかけで家族同士が争いことに発展しないようにする対策

大いに満足1

満足4

普通1

・エンディングノートに興味あり

．制度の紹介が理解しやすかった

－不動産を活用した相続について知りたい

－わかったようでわからない事が増えた気がします

－相続開始後の主な手続きや遺言書の書き方がとてもよく理解できました。

－具体的なことは、難しい面倒だと思っていたが、いろいろ考慮すべき内容

を知識として知ることができました

⑪資産の分散投資のメリットを学ぼう～将来のインフレに備えましょう～

大いに満足4

満足1

普通3

興味深かったこと

・分散投資

・ポートフォリオ

・これから投資、資産運用を考えている初心者ですが、具体的で、とてもわかり

やすく参考になりました
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‘、

・リスクが怖くなかなか分散投資する意欲がなかったが、収入があるうちに少

しずつ積み立て老後に備えることがわかり、大変勉強になりました。

⑫住宅購入の 3つの不安、住宅ローンの二大リスクは？

大いに満足 1

満足 1

・変動金利にするか固定金利にするか悩んでいたので、とても参考になった

・ローンから金融機関がし、かに儲けるか、その仕組みがわかりました

1 0月 31日

⑬ 自分でできる保険の見直し

大いに満足3

満足 2 

・興味深かった点

保険種類の説明

遺族の収入、保障

必要保障額の計算の流れ

基本的な内容を細かく確認できてよかったです

⑬ 401K法の大改革～「そのうち何とかなる」は昔の話

大いに満足4

満足6

普通1

－初めて聞く用語内容が多く、参考になった

・40. K法の大改革

－同じ内容でよいので、何回も開いてほしいです。

．運用スタイル診断に興味あり

－ドルコスト平均法の有利性が詳しく説明された点が良かった

⑬ 住宅ローンの見直し方を学ぶ

大いに満足1

満足 1 

普通 1 

－借り換えの試算をしてみようと患った

．借り換えの効果に興味がある

・デフレ局面では繰り上げ返済が良いと思っていたが、借り換えも効果がある

と分かつた

⑮ 金融商品トラブ‘ル事例と消費者保護制度を学ぶ

満足2

普通3

35



•' 

－変動型年金と通貨選択型投信に興味を持った

－どうしてこのような複雑な商品があるのか不思議に思った

複雑なものでも魅力的なものがあるか知りたい

－投資信託の具体的な内容に興味あり
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特定非営利活動法人 

横浜市まちづくりセンター 

1



（第12号様式〉

消費者団体等協働促進事業補問金実績報告書

横浜市長

平成28年 3月14日

団体名特定非営利活動法人

横浜市まちづくりセンター

所 在 地 干231-0033

横浜市中区長者町5;-::4~~，... 
I . ；、柳町4

代 表 者 名 月 出 正 弘 ＼.寝話官1.：ヨ
＼ で之，， (,;; , ＇白

‘て遠出》／

平成27年6月29日経消第259号で交付決定を受けた消費者団体等協働促進事

業補助金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて報告します。

1 事業名

2 補助金交付額

3 補助金執行額

4 残額（余剰金）

横浜市民の住まい暮らしに役立つ講座

¥ 300, 000 

¥ 30 0主 00 0 

￥ 。

※ この書類は、 横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。
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（第13号様式〉

1 団 体名

2 事業 報告

3 事 業 評価

交信対象事業報告書

特定非蛍利活動法人横浜市まちづくりセンター

横浜市内 15区の公会堂等 15か所において、平成27年9月

～平成28年2月の土曜日、午後2時～4時に「横浜市民の

住まい暮らしに役立つ講座」を開催した。

講義テーマを5分類し、 5種類の講座を各3回実施した。講義

テーマにより、当団体専門部会の設計監理部会、構造耐震技術

部会、施工部会に所属している建築士から講師を選定し、各部会｜

が分担して講座を運営した。

住まいの専門家である建築士が、消費者がリフォーム工事等に係

るトラブルや被害に逢わないために、住まいやその工事に関する

基礎知識をわかりやすく講義し、質疑応答や異体的、個別的な相

談に応じた。

今年度は、チラシの配布先を増やし、地域新聞にも記事を掲載し、

広報活動に力を入れたので、参加人数ち増え、具体的な相談事例

ち多かった。住まいに関する基礎知識を習得することで消費者被

害未然防止対策にも通じ、参加者からも大変満足を頂いた。 1区

1テーマであつだため、他の講座にも参加しだい方のためにち、

来年度は近隣区で異なるテーマの講座を開催する企画としたい。
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（第 14号様式〉

交｛寸対象事業収支決算書

収入合計 ¥ 51 8.81 2 

支出合計 ¥ 51 8.81 2 

1 収入の部 （円〉

項 目 金 額 E党 明

市補問金 300,000 受領年月日平成27年8月10日

団体負担金 218,812 

f-コ 言十 518,812 

2 支出の部 〈円）

項 目 金 客員 E党 明

講師、 7/h7謝金 105,000 5,000円×15人、 2,000円× 15人

チラシ版下制作費 27,000 チラシA4版下デザイン 5,400円×5種

印刷費 192,240 チラシA4両面54円×200枚× 10回

チラシA4両面54円×300枚×5回

報告書 1,620円×2問

広告掲載費 162,000 タウンニュース10,80 0円× 15回

会場借上代 28,420 i昔室料〔15か所〕 27,020円

備品（電気〉使用料 1,400円

チラシ郵送費 3,258 生協3団体へ2回（第2期、第3期分〉

消耗品 894 アンケー卜等用紙代 CA4×1500枚〕

〈Eコ 計 51 8,812 
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目月年送信日平成

株式会社タウンニュースネ土
南区編集室

広告内容をと確認いただき、む返送くださいますようお願い致します。番号問遣い＼C.：，；注意ください。歯固誼謡錨語講
門馬康二

・悶E’~ •w11.11.ii間四百彊児島思想居間同．御中横浜市まちづくりセンター
掲載版 サイズ

10.2cm×2段
面

中面青葉区版

掲載日

2015/09/03 
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Web掲載項目砂

店名・電話番号・営業時間等は必ずご確認くだ古い。該当欄にチェックを入れ、ご署名の上期日までにご返送くだ古い

口訂正ナシ。印刷作業在進めて下古い

口訂正有リ。世ウン＝ユース社で修正して印刷作業者進めて下古い

口訂正有り。確認のため修正した原稿者もう一度送信して下古い

日月年平成

困
弊
社
確
認
繍

A000482652－。
2015/08/25 12:19 

点

門馬鹿二

貴了校了

新規作成

出福元

編集担当者

製作担当者

⑥限られた日曜の中で編集作業を進めておりますので、校正は原則的に2固までとさせていただいております。 3回目以降
の校正は有洞になる場合がございます。 ⑥締切り日時までに担能内容が確定しない場合、指定された発行日の紙面に掲
裁できませんのて、指定期日までに必ずと返送くださいますようお願い申し上げます。 ⑥印届作業，，入りますと内容の変
更や訂正ができませh.lJ)で、入念えよチェックをお願い致します。

3~詰i"a!.
HY6120105l 
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日月年送惜日平成

株式会社タウンニュース社
南区編集室

広告内容をと確認いただき、ご返送くださいますようお願い致します。番号閉遣いに己主意ください。

門馬康ニ

’時間菌院譜館髄長調

圃悶副~皆.，I，院宮町’聞’u1r.1rn~.，.就航哩回’回・御中（泉区）横浜市まちづくりセンター
掲載版 サイズ

10.2cm×2段

面

中函泉区版

掲載日

2015/09/17 
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Web掲載項目砂

店名・電話番号・営業時間等は必ずご確認くだ古い。該当欄にチェックを入れ、ご署名の上期固までにご返送くだ古い

口訂正ナシ。印刷作業を進めて下古い

口訂正有り。空ウン＝ユース社で修正して印刷作業者進めて下古い

口訂正有り。確認のため修正した原稿者もう一度送信して下古い

日月年平成

[ill] 
弊
柱
確
限
欄

A000485320 0 

2015／加•/0321'30

点

門馬康二

貫了校了

一時保存

出荷元

編集担当者

製作担当者

⑥限られた回程の中で編集作業を進めておりますので、校正は原則的＇＂回までとさせていただいております。 3回目以降
の校正は有料になる場合がございます。 ⑥締切り白崎までに掲載内容が確定しない場合、指定された発行自の紙面に娼
Itてをませんので、指定期Bまでに必ずと逗送くださいますようお願い申し上け速す。 ＠印刷作業，，入りますと内容の変
更や訂正ができませ/,ft)で、，念なチェγクをお願い致します。

4巴~·弓81.
Hぽs.J2010.日
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定員

３６名

リフォーム
見積・契約

悪徳業者対策

定員

４０名

防災対策
家具転倒防止器具

火災警報器

定員

３０名

バリアフリー
ユニバーサルデザイン

住環境整備

定員

３９名

耐震
基準・性能
診断・補強

定員

３９名

屋根・外壁
太陽光発電
省エネ・断熱

開催場所 氏　　名 参加人数

区　 名　

平成２７年度横浜市消費者団体等協働促進事業　

消費者教育啓発講座

特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター

『横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座』  （平成２７年度　第１期）

青葉区市が尾町３１－４　２階

リフォーム部位別の工事費用、適切な補修、修繕、改修についての解説。
見積書・契約書の見方、確認事項についての解説。

第２回
泉区

平成２７年９月２６日（土）
14：00～
16：00

泉公会堂　　第２会議室 相鉄いずみ野線
いずみ中央駅

第１回
青葉区

平成２７年９月１９日（土）
14：00～
16：00

青葉公会堂　　会議室２号 東急田園都市線
市が尾駅

泉区和泉町4636-2

家具転倒防止器具の種類・金額・取付方法・取付代金、
火災警報器の種類・金額・取付方法についての解説。

第３回
神奈川

区

平成２７年１０月３日（土）
14：00～
16：00

神奈川公会堂　　２号会議室 JR線
東神奈川駅神奈川区富家町1-3

住まいのバリアフリー・ユニバーサルデザインの必要性、適切な
住環境整備方法、工事代金についての解説。

第４回
港南区

平成２７年１０月１７日（土）
14：00～
16：00

港南公会堂　　２号会議室 市営地下鉄
ブルーライン
港南中央駅港南区港南中央通10-1　

昭和５６年以降平成１２年築等の木造建築物の耐震性、地震災害時に
通行を確保すべき道路沿道沿い建築物の耐震化についての解説。

第５回
磯子区

平成２７年１０月２４日（土）
14：00～
16：00

磯子公会堂　　第１集会室 JR線
磯子駅磯子区磯子３－５－１

屋根・外壁工事の材料種類、工法、耐用年数、工事代金についての解説。
太陽光発電のメリット・デメリット、省エネ対策、断熱工法の解説。

参 加 費 無　料

個 別 相 談 セミナー終了後、希望者に建築士による【個別相談会】を行います。

講 師 ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター　専門部会所属建築士

申 込 方 法

　　開催日、場所、氏名、電話番号を明記の上、

　　下記申込先へＴＥＬまたはＦＡＸ、メールでお申込み下さい。

　　 （定員に達していない場合は、当日受付も可能）

申 込 先

　　ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター　　事務局

　　　　　ＴＥＬ　　：　３１５－４０８９

　　　　　ＦＡＸ　　：　３１５－４０９９

　　　　　Ｅ-mail　：　info@machisen.org

F A X 申 込 書

参 加 希 望 日 連絡先（電話）

平成　　　年　　　　月　　　　日
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F成27年度消費者団体等協働促進事業

ー横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座」講座開催概要
... 

参（市加者数 講師 ス告ッフ開催日時 開催場所 テーマ 民）

リフオム

第1回
平成27年9月19.日（土） 青葉公会堂

見積・契約 14名 菊池邦子 片山啓介
14:00～16:00 会議室2号

悪徳業者対策

防災対策

i第2回
平成27年 9月］.（，日（土） 泉公会堂

家具転倒防止器具 4名 月出正弘 竹内俊雄． 14:00～16:00 第2会議室
火災警報器

バリアフリー

｜第3回
平成27年10月3日（土） 神奈川公会堂

ユニバーサルデザイン 5名 j度遺靖 片山啓介
14:00～16:00 2号会議室

住環境整備

耐震

第4回
平成27年10月17日（土） 港南公会堂

基準・性能 6名 小倉宏志 佐藤恵
14:00～16:00 2号会議室

診断・補強

磯子公会堂
屋根・外壁

第5回
平成27年10月24日（土）

太陽光発電 12名 竹内俊雄 片山啓介
14:00～16:00 第1集会室

省エネ・断熱

リフォーム

第6回
平成27年11月7日（土） 南公会堂

見積・契約 13名 菊池邦子 片山啓介
14:00～16:00 2号・3号会議室

悪徳業者対策

防災対策

第7回
平成27年11月14日（土） 鶴見公会堂

家具転倒防止器具 4名 月出正弘 王 子和臣
14:00～16:00 3号会議室

火災警報器

バリアフリー

第8回
平成27年11月28日（土） 栄区民文化センヲー

ユニバーサルデザイン 3名 j度遺靖 佐藤悪
14:00～16:00 会議室A・B

住環境整備

耐震

悌9回
平成27年12月5日（土） 開港記念会館

基準・性能 4名 小倉宏志 佐藤憲
14:00～16:00 7号室

診断・補強

都筑公会堂
屋根・外壁

日10回
平成27年12月12日（土）

太陽光発電 7名 竹内俊雄 雨 宮容子
14:00～16:00 第2会議室

省エネ・断熱

リフォーム

I;; 11回 平成27年12月19日（土） 保土ヶ谷公会堂
見積・契約 5名 菊池邦子 j度遺靖

14:00～16:00 二号会議室
悪徳業者対策

旭区民文化セン 防災対策

信12固
平成28年1月16日（土）

ター「サンハート」 家具転倒防止器具 1名 月出正弘 渡遺靖
14:00～16:00 

ミーティングll,－ム 火災警報器

バリアフリー

1!;13回 平成28年1月23日（土）） 戸塚公会堂
ユニバーサルデザイン 4名 . j度遺靖 菊池邦子

14:00～16:00 2号会議室
住環境整備

耐震

f!;14回 平成28年1月30日（土） 港北公会堂
基準・性能 4名 小倉宏志 佐旗憲

14:00～16:00 2号会議室
診断・補強

西公会堂
屋根・外壁

信15回 平成28年2月13日（土）
太陽光発電 4名 竹内俊雄 片山啓介

14:00～16:00 2号会議室
省エネ・断熱
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消費者教育啓発構座実施報告書

1 .開催国 ｜ 第 5回

2 開催日時｜ 平成27年 10月24日 （土） 1 4 : 0 0～1 6 : 0 0 

3 テーマ ｜ 屋根・外壁、太陽光発電、省エネ・ 断熱

4. 講師 ｜ 竹内俊雄 1 s. スタッフ｜片山

6. 開催会場｜磯子公会堂第1集会室 17 参加人数 ｜ 1 2 名

8. 質疑、応答の内容
巴 町 1）屋根の吹き替え、塗り替え時期は？
回答→雨漏りを確認してからでも良いです。
質疑2）内窓はどのように設置するのか？
回答→既存サッシュから少し離して既存をなるべくいじらずに設置します。
質疑3）陸屋根だが10年程度たって力ビのようなものが生えてきたが？
回答→苔などではないかと思います。清掃程度で大丈夫と思います。
質疑4)RCの屋上防水アスフアルトの耐周年数は？
回答→通常は保証期間は10年。諸条件により耐周年数は変わる。
質疑5）外壁の窓の部分にクラックが発生しているが住みながらの補修は可能か？
回答→可能です。見積もりや工期は現地確認しないとわかりません。
質疑6）補助制度はどのようにしたら受けられるのか？
回答→市のホームページや、広報誌、市の窓口で確認してください。

9.個別相談の内容

相談 1）窓3力所から漏水があるが、相談できるか？
対応→現地確認しないと詳細状況が分からないので後日連絡ください。

1 0. 記録写真
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消費者教育啓発講座実施報告書

1 .開催回 ｜ 第7回

2. 開催日時｜ 平成27年 11月14日 （土） 1 4 : 0 0～1 6 : 0 0 

3 テーマ ｜防災対策・家具転倒防止器具・火災警報器

4. 講師 ｜ 月出 正弘 15 スタッフ｜ 王子

6.開催会場｜鶴見公会堂第3会議室 17.参加人数．

8. 質疑、応答の内容

質疑 1）住宅用火災警報器は設置しなければいけませんか。
回答→平成23年6月より設置が義務化されています。
質疑2）昨年、土砂災害物院が携帯電話に配信された際、ホームページが

見られなかったのですが？
回答→各区で土砂災害ハザードマップを作成しているので、事前に確認して

ください。各区役所で配布しています。
質疑3）住宅火災の発生状況をグラフについて、もう少し説明してください。
回答→火災の発生は夕方多いのですが、死者数が多いのは深夜です。

警報に気が付けlま、死者数は減少します。

9.個別相談の内容

圃別相談希望者なし

1 0.記録写真

4名
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1 .開催国

2. 開催日時

3. テーマ

4. 講師

消費者教育啓発講座実施報告書

第 11回

平成27年 12月 19日（土） 1 4 : 0 0～1 6 : 0 0 

リフオーム、見積・契約、悪徳業者対策

菊池邦子 I 5.スタッフ｜渡遺

6. 開催会場｜保土ヶ谷公会堂2号会織室 I 7. 参加人数

8. 質疑、応答の内容

四 日 1）リフオームローンについて。リフオームローン

回答→可能です。
質疑2）ネット上でリフォーム見積もりを依頼したところ、 14社もエントリ

ーしてきた。選択方法は？
回答→リフォームの場合近隣の業者の方がアフターメンテナンス等で有利。

現地調査をきちんとせずに見積もりを提出する業者は初回見積もりは安いが、
追加工事等が発生する可能性があり、要注意。

質疑3）横浜市の無料耐震診断を受けたが、外構の塀が道路斜線に当たるの
で、補助対象外といわれたが。

回答→改修完了までに是正すれば可能なはず。道路局から補助金が出る場合あり。
質疑4）昭和43年新築。その後増築しているが、補助は受けられるか
回答→増築によって容積率や建ペイ率等の建築法規違反になっていないか等確認

する必要有り。

9.個別相談の内容

個別相談は特になかったが、活発な質疑応答があったため、当NPO法人で
実施している f住まいの相談窓口Jを紹介したところ、皆さん、 後日電話を
してみたいとのことだった。

1 0. 記録写真

5 名
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横浜市経済局協働事業

平成27年度 消費者団体等協働促進事業

横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座

リフオーム工事でのトラブルに

巻き込まれないために

講演内容

リフォームの種類

リフォーム工事の流れ

リフォームの実施時期

リフオ｝ム工事の特徴

リフォーム工事に関しての相談

リフォーム工事の見積書と契約書

悪徳業者にかからないために

悪徳業者の施工事例

日時：平成27年 9月 19日 （土）

1 4 : 0 0～1 6 : 0 0 

場所 ：青葉公会堂会議室2号

＊終了後アンケー卜にご協力ください

NPO法人横浜市まちづくりセンタ－
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悪
徳

業
者

対
策
l 悪

質
業

者
の

手
口

1
 .点
検

（敷
地
の
中
に
入
っ
て
く
る
）

下
水
道
局
の
方
か
ら
下
水
析
の
点
検

消
防
署
の
方
か
ら

国
土
交
通
省
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
回
っ
て
い
る

2
.モ
デ
ル
ケ
ー
ス
：
特
別

に
格
安
で
（
近
所
の
工
事
を
し
て
い
る

）
屋
根
・
ペ
ン
キ

・ベ
ラ
ン
ダ

3.
無
料
で
点
検
し
ま
せ
ん
か
：

（こ
の
地
域
を
特
別
に
回
っ
て
い
る

）
床
下

・小
屋
裏
・
下
水
・
排
水
・
屋
根

4.
大
変
な
こ
と
に
な

る
：
（

外
観
を
見
て
）

腐
っ
て
い
る

・カ
ビ
て
い
る

・屋
根
が
割
れ
て
い
る

湿
気
が
多
い
・
シ

ロア
リ・

割
れ
て
い
る

5.
取
り
入
る

・一
人
暮
ら
し

・人
の
出
入

り
が
な
い

・孤
独

1
回
目
：
換
気
ロ
に
防
虫
網

被
害

事
例

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
人
暮
ら
し

（母
親

）

月
に

数
回

娘
が

身
の

回
り

の
世

話
に

来
る

。

改
修

工
事

が
契

約
書

の
と

お
り

行
わ

れ
て

い
る

か
の

調
査

依
頼

1
回
目
・
・
・
・
・

A
業

者
が

か
つ

て
lこ

排
水
析
を
見
に
来
て
、

力
ピ
、が

生
え

て
い

る
か

ら
と

い
っ

て
床

下
換

気
口

に
防

虫

網
を

取
り

付
け

て
請

求
さ

れ
る

。

被
害

事
例

2
回
目
・
・
・
・
・
・
閉
じ
A
業

者
が

床
下

に
も

ぐ
り

点
検

。

湿
気

が
あ

る
の

で
換

気
フ

ァ
ン

・
拡

散
機

を
取

り
付

け
、

請
求

さ
れ

支
払

う
。
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被
害

事
例

3
回
目
・
・
・
・
・
・
・
他
の

B
業
者
が
床
下
を
点
検
に
来
る

床
下
が
湿
気
て
い
る
と
い
っ
て
大
量
の
調
湿
材
を
入
れ

請
求
さ
れ
支
払
う

（通
常

5
セ
ン
チ
前
後
だ
が
8
セ
ン
チ
前
後
し
き
込
ま
れ

て
い
て
過
剰

）

東
石
が
埋
ま
る
く
ら
い
ま
で
調
；
皐
材
を
入
れ
．
東

が
湿

気
で

腐
る

心
配

が
あ

る
．

東
に

鋼
板

巻
き
付

被
害

事
例

5
回
目
・
・
・
・
・
・
・
別
の
業
者

C
が
耐
震
の
点
検
に
く
る

床
下

や
小

屋
裏

に
耐

震
補

強
の

た
め

と
金

物
を

大
量

に

取
り
付
け
て
い
く

被
害

事
例

4
回
目
・
・
・
・
・
・
・
・

B
業
者
が
床
下
・
小
屋
裏
を
点
検

小
屋
裏
に
拡
散
機
を
取
り
付
け
請
求
さ
れ
支
払
う

被
害

事
例

小
屋

裏
の

金
物

過
剰

な
火
打
ち
金

物
・東

や
も
や
に
取
り
付
け
ら
れ
た
不
必
要
な
金
物
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大
引
き
に
取

り
付
け
た
金

物

被
害

事
例

床
下

の
金

物

悪
質
事
業
者
に
か
か
ら
な
い
た
め
に
は

・
凪
よ

う
な

笛
周

冨
置

・
不

4J
•r

.:
世
一
ピ
ス

・
モ

＝
ヲ

ー
式

帽
圃

吉
IC
里
中

噌
h

b
し＂
＇＇
、

><
'}
Iこ

文
略

ゃ
・，
o

て
・
＂＇

虜
噌

＝
宵
1
事

由
E
商

圏
.
苦宅
，.
.の

に
い

冨
自
立
II
畠
に

よ
る
持
軍
由
リ
フ
耳
＿

，
.
を
司

守

ね
ヲ
亡

む
向
田

b!
l'
t'l
，
里
町
手
に
i

事
由
毒
事

e
・·

，~
w
ま
弘明
ド
ア
σ
血
り
，
，

.t
，
り
ー
ピ

め
．
い
＂
＂
る

11
'.
:>
:C
>て

モ
＝

タ
ー
に

毛m
民

r，
司
令
で；

、
て

処
ょ
う
C
録
時
色
白
る

ス
可
る
と
い

う
ー

＂
＇ち
$
？’
，，，
.，
ニ
事
る
と
ι’
hう

{
~

~
' 

川
唱

、
，

，

ゆ￥
、
弱

店、
省

、合
・
耳
~
・
E轟
8
る

’
ヲ
白
羽
こ
韓
同
し
rょ
う＂
＇

”
間

ヨ
U

,'
,;
!I
..
 

，
’
fi
n
;
寓
盟
輯
号
E
し
ま
~

，と
い
っ
て

1:
.,

,

自
唱
に
t;

る
，
と
草
い
量

リ
T
百；

Q
碕
Z

て
扉

日…
情

ミ
金一ぽ
A旬、

〉，
 

の
と
さ

に
債
n

る
，
，C
.f
''
I<
を

品
お

る
凡

退

9本石
Z橘
，：
＇
If
町
ご

t!
・
与
凡
r:.
rt-
.
-t
t,

歪
む
の

琴
再；
；，
，
:r
.. だ

っ＇
＂－

・長
禿
e
n
H

•レ
n

内局
慌
に
~
a
·
，
る
’
自

’
，n,1

.害
a
へ

の
11
1'
1と

し
て

軒
目

杭
閣

四
て

あ
る
こ
と
を

零
す

喝
示

す
る
こ
と
が
議
ぽ

て
守宅
預
何
回
凸
m
：
ぃ~
'1

不
要
な
工
事
と
気
付
く

．
さ
ら
に
別
の
業
者
が
玄
関
・
浴
室
・
ト
イ
レ
な
ど
を

リ
フ
ォ
ー
ム

・
見
た
目
に
も
変
化
が
あ
り
、
家
族
が
気
付
く

・
ほ
と
ん
ど
が

5
0
0
万

未
満

の
工

事

・
積
み
重
な
っ
て

2
2
0
0
万
円
を
超
え
た

・
契
約
書
・
請
求
書
・
領
収
書
を
の
こ
し
て
い
る
の
で
騎
さ
れ

て
い
る
と
感
じ
て
い
な
か
っ
た

・
訪
問
販
売
に
は
毅
然
と
断
る
態
度
が
必
要
で
す

・
す
ぐ
契
約
を
す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う

考
え
る
時
間
を
持
ち
ま

し
よ
う

．
建
築
士
に
見
て
も
ら
い
ま
し
よ
う

被
害
に
会
う
ケ
ー
ス
の
ほ
と
ん
ど
が

専
門
知
識
を
持
っ
た
建
築
士
が
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん

・
工
事

を
す
る
と
き
は
見
積
も
り
を
複
数
の
業

者
か
ら
取
り
ま
し
ょ
う

・
不
安
を
煽
る
よ
う
な
工
事

の
勧
め
方
に
は
ま
ず
悪
徳
業
者
で
は
？
と
い
う
疑
問
を
持

ち
ま
し
よ
う

・
工

事
金
額
が

5
0
0
万
以
下
で
も
建
設
業
登
録
を
し
て
い
る
業
者
に
見
積
も
り
を
と
っ
た

り
、
近
所
の
評
判
を
聞
く
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
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増
え
て
い
る
リ
フ
ォ
ー
ム
ト
ラ
ブ
ル

・5
0代

以
上

の
中

高
年

層
（新

築
は

3
0
代
）

－
店
舗
購
入
、
訪
問
販
売
で
契
約

（新
築
は
ほ
と
ん
ど
店
舗
購
入
＝
契
約
）

訪
問
販
売
に
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
有
り

－工
事

金
額

5
0
0
万

円
（新

築
は

2
5
0
0
万
円

）

対
策

．

・
記
録
写
真
を
撮
っ
て
お
く
（
工
事
前

、
工
事
中
、
工
事
完
了
）

．工
事
内
容
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
に
備
え
て

見
積

書
や
施
工
方
法
・
使
用
材
料
な
ど
が
分
か
る
資
料
や

条
件
を
契
約
時
決
め
て
お
く

－
親
族
や
第
三
者
に
相
談
で
き
る
よ
う
に

工
事
内
容
や
金
額
が
適
切
か
を
相
談
、
チ
ェ
ッ
ク

こ
れ

か
ら

は
時

代
の

変
化

に
合

っ
た

リ
フ

ォ
ー

ム
が
求

め
ら

れ
る

＝
住
宅
の
長
寿
命
化
を
図
る
リ
フ
ォ
ー
ム

そ
の

た
め

に
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横浜市経済局協働事業 平成27年度消費者団体等協働促進事業

特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター

『横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座』
参加者アンケート集計結果

割 講座テーマ別集計結果

l1 ｛リアフリー・ユニバーサルデザイン・住環境整備》
盟 参加者総数： 12名
壇 アンケート回答数： 9件
週 ・年代別回答者数

1 I: 
3 

1 

剤一一闘：国：。

国男性四女性

. 講座の内容について

11 
EJ 底二3

I I 

号炉R』fぷJン ~J'tr、pり3ψ グiー-~ .-{i守， 

重防災対策・家異転倒訪止器異・火災警報器》
I 参加者総数 ： 9名
I アンケート回答数 ． 8件
I ・ 年代別回答者数

I I: 1 

2 

’ 40代 50代 60代

図男性回女性

70代

(10/3、11/28、1/23 3回開催）

4・意見、感想
・参考になりましたが、具体的な問題については

！あらためて考えたい (80代男性）

・できるだけ例をたくさん出してほしい。

(60代男性）

・リフォームにも参加したが、合わせて参考に

なった。 (60代男性）

・よくわかりました。ありがとうございました。

(80代女性）

、＂世司.‘’－，園町・ー・伊国 ’開箇・－，冒 －－－・M事・H’司同申駒圃－ーー・・”“ー・・崎四’司令’ F判例噌’句 圃陶開唱圃白F・司聞・・・－－齢晶........叫ド－ ...... 

。他テーマの講座への参加について

8 

6 

4 

2 

。
ぺr-<'>' 雪量ts.,. 午f._.:J?l 

碕やI 、、J

(9/26、11/14、1/16 3回開催）

・意見、感想

・家具転倒防止器具の種類がわかり参考になり

ました。火災・防災対策も参考になりました。

ありがとうございました。 (60代女性）

．現在住んでいる集合住宅の皆さんにも紹介した

いと思いました。 (70代男性）

・大変参考になりました。有難うございました。

(50代男性）
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’ 

·~ 4砂 講座の内容について

I 8 l1 

'I I 6 

' 
I 4 

a‘ 、
‘ I 2 l 

。
キ'I(;/) X(. 

『川；，・／，＂（.’ ぷ望百，一！も－ 4ぷb香、

ー屯屋根・外壁・太揚光発電》
l 参加者総数
I アンケート回答数
1 ・ 年代別回答者数

咽

ー

23名
21件

9 

7

6

5

4

3

2

1

0

 40代 50代 60代 70代

回男性四女性

80代

I ・ 講座の内容について

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 。

号炉本_x.:., 
v，一、
’見....、－

~－／γ ,h ¥?t-

,<ir'’--~ ,- ~- ;':v?V 
'&Xr, .. 

.他テーマの講座への参加について

n

6

F

O

凋
斗

2 

0 

、ヶル、
ゃん

N
V
 

場

『
、

vho
y
「

N
W

3

物

-<~ . :.vフ
11、－

(8/29, 12/12、2/133回開催）

・意見、感想

: .具体的な工事例をもとにした説明でとても分かり

やすかった。特に窓まわりのクラックについては

｜思い当たることもあり、設計士さんの大切さが分

｜かった・ (40代女性）

i .近所の工務店に頼りがちで、あったので、自主的

｜に家のメンテナンスを専門家に相談しつつ考える

｜べきだと思いました。 (80代女性）

！・実例にもとづいた説明がありよく理解できまし

！た。 (60代男性）

｜・どういう手続きで、どこで・・など具体的な話が欲

；しい。今回は質疑で答えを教わりましたが。

(70代男性）

1・具体的な工事内容の講座を希望する。（例、塗

装の選び方、塗装の仕方など）

・太陽光の工事内容及び工事費等、事例で説明

・他テーマの講座への参加について

6

4

2

0

8

6

4

2

0

 

噌

i

句

4

4
よ

4
4

『

N
一ノ片

、
ゃん

N
V
 

動
，

ベP ，や
ぶノ ピ。

場J 市γ
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・講座の内容について 4砂他テーマの講座への参加について

25 ，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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~- φ 
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全15回講座集計結果

参加者総数
アンケート回答総数

・ どちらから来られましたか？

90名
75i牛

・セミナーをどこで知りましたか？

横浜市内

53% 

広報よこ

はま＇53%

。NPO法人横浜市まちづくりセンターをご存知で、したか？

知らな
かっT二
73% 
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一般社団法人 

かながわＦＰ生活相談センター
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(第1号様式〉

消費者団体等協働促進事業補助金交付申請書

平成27年 5月12日

横浜市長

団体名一般社団法人かながわFP生活相談センター

所 在 地 〒240-0006神奈川県横浜市保土ヶ谷星川1-21-27

代表者名堀江雄二

平成27年度消費者団体等協働促進事業補間金の交問を受けたいので、関係書類を添え

て次のとおり申請します。

1 事業名 消費者教育啓発講座

2 事業の目的及び内容

目的:中高年の方を対象に、家族が紳を深め豊かなシニアライフを過ごせるための基礎知

識の習得を目指します。

テーマ: 一家族の鮮と豊かなシニアライフ ー

日本では少子高齢化が急激に進んだため、社会ち人々もその対応に苦労しています。限

られた予算を有効に活用するだめ、社会保障制度をはじめ各種税制等、多くの制度改正が

毎年行われています。消費者市民社会を推進するためには、その前提となる制度変更を正

しく理解することが重要です。この講座では、 家族の鮮という視点から、未来を見据えた

老後の生活、住居のあり方、 資金計画、そして次世代への資産の引き継ぎ、争いのない円

滑な相続をするための事前の準備と実施方法について、分かりゃすく解説いたレます。講

師はこの分野での専門性を備えたベテランのファイナンシャル ・プランナー CFP)が、一

般消費者の方に十分理解いただけるよう、 5回シリーズで懇切 ・丁寧に説明します。

3 補朗金交付申請額 ￥1 00. 000 

※ この書類は、 補朗金の交{すが決定した揚合、横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般の
閲覧に供しなければなりません。

※提出レていただいた資料の個人情報は、原則として当該補問金交付にかかる手続きのみに使用レ、横浜
市個人情報の保護に関する条例第10条に定める揚合を除き、目的以外に利用することはありません。

※区役所等本市の消費者啓発活動を所管する部門へこの書類を情報提供することをご了承ください。
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(第2号様式〕

交付対象事業計画書

1 事業名 |消費者数育啓発講座

2 現状の課題と解決方法

<現状認識>

少子高齢化が急激に進み、税制や社会保障等が毎年大きく変更されている。ま

た、高齢者の医療費や介護費用ち増大し、年金などを含めた全体の国民負担が重

くなっている。

<課題〉

税制や社会保障の改正の内容が非常に複雑で、市民に十分理解されていない。

高齢者への費用負担が増大レ、間違った相続対策で高齢者の将来への不安が拡大

レている。また、核家族化により家族の紳が希薄となり、家族問での互助が難し

くなっている。

<解決方法>

シニアライフを安l白して暮らすために、知っておくべき制度改正をわかりやす

く説明することにより、将来の不安を解消する。

家族の鮮を深め、豊かなシニアライフを過ごすためには、健康である事三エン

ディングノートを利用レて家族が常日頃から意見交換する機会を持つ、介護のあ

りかた、シニアライフの費用などを理解する、等の苅策を行う。

3 事業内容

<対象>横浜市在住ヌは横浜市内勤務の一般消費者

<人数>消費者教育啓発講座:20~40 人/[司X5回

<会場>横浜市管掌の会場又はそれに準じる会場

<内容>

エンディングノートを利用した相続の準備、生前贈与の活用、家族信託とは、

介護にかかるお金、高齢者が臨されないクーリングオフ制度、等シニアライフを

テーマとして講演 (2時間程度/回〉を実施する。

<体制>

当センター所属のベテランのファイナンシャル・プランナーが連携して実施

<スケジュール>

1 1 月~12 月 週1回ペースで計5回実施。

くその他> 特になし
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4 協働の必要性と相乗効果

<協働の必要性>

横浜市の消費者啓蒙事業に、経験豊富なベァフンのファイナンシャル・ブフン

ナーを多く有する当センターが協力させて頂くことにより、行政だけでは十分に

対応しきれない面(消費者へのシニアフイフに関する詳しい知識・ノウハウの伝

使、生活上の経済的不安の解消〉が促進できる。

<協働によ否相乗効果>

横浜市の広報媒体等の利用による、一般消費者に対する影響力と当センターの

ノウハウを唱み合わせることにより、横浜市民を中山に幅広く集客、啓蒙を図れ

る。

<具体的夜納果・成果>

一般消費者のシニアフイフに苅する認識を向上させ、過剰なリスクを負わない

ょう啓蒙し、トフブルに巻き込まれないよう回避することができる。まだ、生活

上の経済的耳習を解消し、安It¥して若年層への資産移転を促進することで、家族

聞の鮮も深まると共に、個人が前向きになり社会全体が活性化される。

5 t~1動の役割分担と市に期待する役割

<提案団体的役割>

今回の目師に沿った講演力リキユフムの策定、各回のサブテーマにふさわしい

講師の選定と派遣、講演会配信資料の準備、会場の手配、集客方法の企画・実施

<市に期待する役割>

市民等への広報・ PR、関連施設へのチフシ配置(チフシは当センターで配伺〉

司能であれば、他団体との共同開催の調整

6 共催・協賛・後援の団体名

7 参加者への募集・周知の方法等

図 横浜市経済局市民経済労働部消費経済課ホームページ

図 チラシ(範囲横浜市管掌組織でのチラシ設置

回 その他(当一般社団法人のホームページ 〕

8 備者

※その他、活動内容がわかる資料などがあれば添付してください。
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〈第3号様式〉

交{寸対象事業収支予算書

収入合計 ￥150. 000 

支出合計 ￥150.000 

1 収入の部 (円〉

項 目 金 額 説 B.fI 

市補助金 ￥100，000 

団体負担金 ￥50，000 

4Eb コ 計 ￥150.000 

2 支出の部 (円〉

項 目 金 富買 5見 B.fI 

講師謝金 ￥75，000 ￥15.000X5人

印刷代 ￥35;000 

会場費 ￥20.000 ￥4，000X5回

通信運搬費 ￥10.000 

交通費 ￥5.000 

消耗自 ￥5，000 

dEb コ 計 ￥150.000 

確認欄(次の項目について、レ点で印を位けてくださいロ〉

補朗金交付要綱第3条に定める経費以外は含まない。(図はい 口いいえ〕

5
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(第1号様式〉

消費者団体等協働促進事業補助金交付申請書

平成27年5月12日

横浜市長

団体名特定非営利活動法人

所 在 地

代表者名

平成27年度消費者団体等協働促進事業補朗金の交性を受けたいので、関係書類を添えて

次のとおり申請します。

1 事業名 生活のトラブル防衛隊~生活を支えるお金の無料相談会

2 事業の目的及び内容

無料相談会を通し、市民のお金や生活設計に関する悩み、 トラブルを聞き、

解決の糸口を提示する。又、広範囲にわたる相談に関しては、適切な窓口

を紹介し、不安解消の手助けを目的とする。

3 補助金交付申請額 ￥1 00. 000 

※ この書類は、補助金の交位が決定した揚合、横浜市市民協働条例第7条第4項の規定に基づき、一般
の閲覧に供しなければなりません。

※提出していただいた資料の個人情報は、原則として当該補問金交惜にかかる手続きのみに使用し、横
浜市個人情報の保護に関する条例第10条に定める揚合を除き、目的以外に利用することはありませ
ん。

区役所等本市の消費者啓発活動を所管する部門へこの書類を情報提供することをご了京ください。
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〈第2号様式〉

交付対象事業計画書

1 事業名 ドの問レ防衛隊~生活を支えるお金の無料相談会

2 現状の課題と解決方法

<現状認識>

日銀による金融緩和策並びに円安等により企業収益の改善、不動産市場の

底訂ち感や株高による資産効果ち期待される状況になりつつある。一方で消

費増税に加え、円安に伴う諸物価の上昇もあり、一般市民の生活実態は依然

として厳しい状況にある。今年度より相続税の課税基準の見直しゃ高齢化社

会における介護の問題等将来への不安は増幅している。生活不安を各自が抱

え込むのではなく、不安解消のための湯の提供が不可欠である。

<課題>

相談揚所、窓口がわからず不安感を抱いている市民に対して、行政と協働

した安l似を提供できる相談窓口の提示が必要となる。

<解決方法>

協働事業とすることにより、市民にも安I~\感が生まれ、また区役所、各地

区での周知が可能となる。話を細部まで聞き取ったうえで適切な解決への糸

口を提示したり、適切な相談窓口を案内することで刻果的な解決に繋がると

思われる。

3 事業内容

<対象> ①高齢者②中高年(定年をこれから迎える方、定年後の方を含む〉

③主婦④若年者⑤子育て世代等一般消費者

<人数> ア回x4組程度

<会場> FPネットワーク神奈川 相談室

<内容> 生活に関わるお金の無料相談会!こよる金融商昆及び投資に関連した

トラブルの相談、ライフプラン、資産運用、不動産、保隙、相続等の相談

<体制> 相談員1名、補闘員1名

<スケジュール>

平成27年9用から平成28年3月の問、全7回開催、 1組30分

くその他>
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4 協働の必要性と相乗刻果

<協働の必要性>

横浜市と協働で事業を実施することにより、市民が安I~\ して相談できる環

境が確保でき、叉広く門戸を開放する」とにより多くの市民に解決の糸口と

なる機会を提供レ、適切な相談窓口を案内することが可能となる。

<協働による相乗苅果>

協働による無料相談といつだ点で相談しやすい環境づくりが可能となる。

横浜市としては、広報誌への掲載、市役所・区役所・地区センターでのチフ

シ掲載、配布を通したきめ細かい苅応で市民の消費生活上の不安が解消され

市民の満足度向上効果が得られる。また、弊団体としても会員の実践と経験

を積む機会を得る」とができ、団体の質の向上に資する。

<具体的な刻果・成果>

生活にまつわるお金に関する市民の知識を深め、トフブルを未然に防止す

る対応力を身につけた自立的消費者として、安I~\ して生活を送る事への一助

となる。

5 協働の役割分担と市に期待する役割

<提案団体の役割>

相談員選定、相談会の実施、チフシ作成及び配布。

<市に期待する役割>

広報誌への渇載、市役所・区役所・地区センターでのチフシ掲載及び、配布の

許可。

6 共催・協賛・後援の団体名

口なし

7 参加者への募集・周知の方法等

凶横浜市経済局市民経済労働部消費経済課ホームページ

回チラシ(範囲 公共施設

orその他( FPネットワーク神奈川ホームページ

8 備考

※その他、活動内容がわかる資料などがあれば添伺レてください。
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〈第3号様式〉

交信対象事業収支予算書

収入合計 ￥1 1 O. 000 

支出合計 ￥1 1 O. 000 

1 収入の部 (円〉

項 日 金 額 説 明

市補問金 100. 000 

団体負担金 1 O. 000 

dEEコ辛抱 百十 1 1 O. 000 

2 支出の部 (円〉

項 目 金 額 言党 明

要員謝金 91. 000 要員謝金 (6.500x2名x7回〉

印刷費 1， O. 000 チフシ、相談シート印刷代

通信費 3， 000 受付用携帯電話

会場費 5. 000 相談室代

消耗昂費 1. 000 紙代、ペン、のり等事務用品等

4Ebコ‘ 計 1 1 O. 000 

確認欄(次の項目について、レ点で印を位けてください。〕

補朗金交付要綱第3条に定める経費以外は含まない。(回はい 口いいえ〉
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神奈川県ファイナンシャル

プランナーズ協同組合
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〈第1号様式〉

消費者団体等協働促進事業補助金交付申請書

横浜市長

平成27年 5月 1 1日

団体名 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ

協同組合

所 在 地 干221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8

平成27年度消費者団体等協働促進事業補問金の交付を受けだいので、関係書類を添え

て次のとおり申請します。

1 事業名 『知らないと危ない !FPに聞く家計知識のいろはJ

2 事業の目的及び内容

少子高齢化、人口減少を背景とした厳しい経済環境や予期せぬ災害の発生等、私だち

が安全で豊かなくらレを守っていくことがなかなか容易ではない時代となっていま

す。このような中で消費者の暮らしをさまざまなトラブルから守っていくには、日頃

から生活の知恵としての情報や知識を得ておくことが大切です。このような情報・知

識を公正、中立な立場から分かり易く解説し、消費者の方々にお役に立つこと目指し

ます。

3 補助金交位申請額 ￥300，000 

※この書類は、補問金の交{寸が決定した揚台、横浜市市民協働条例第7条第4L頁の規定に基づき、 一般の
閲覧に供しなければなりません。

※ 提出していただいた資料の個人情報は、原則として当該補問金交付にかかる手続きのみに使用し、横浜
市個人情報の保護に関する条例第10条に定める揚合を除き、目的以外に利用することはありません。

※ 区役所等本市の消費者啓発活動を所管する部門へこの書類を情報提供することをご了承ください。
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(第2号様式〉

交信対象事業計画書

1 事業名 r…危…一計知 識 …』

2 現状の課題と解決方法

<現状認識>

消費者の生活を脅かすトラブルや金融商白・取引等が多くあります。被害を

受ける前に知っておけば防げることや、日常の情報として的確な知識を得て

おくことは生活の知恵として必要なことと痛感します。消費者が安I~\で豊かな

くらしのために意欲的、意識的に知識をつけることの大事さを強く認識させら

れています。

<課題>

消費者の立場に立った、分かり易い知識・情報を得る機会が少ない。

<解決方法>

消費者の立場に立った解説により、消費者が自分で自分の財産を守るための知識

を得て、売る側からの情報に惑わされないような意識を醸成し、被害を防ぐこと

が出来るようになる。

3 事業内容

<対象>

横浜市在住、在勤の一般消費者(特に主婦層、高齢者〉

<人数>

1回あたり 30名

<会場>

かながわ県民センター、鶴見区、戸塚区、青葉区

<内容>

別紙参照

<体制>

当組合所属のファイナンシャルプランナー

<スケジュール>

別紙参照

くその他>
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4 協働の必要性と相乗刻果

<協働の必要性>

神奈川県が認司する唯一のファイナンシャルプフンナーの協同組合であり、

所属するファイナンシャルプフンナーは公正・中立な立場でアドバイスする

ことが使命となっています。市と協働することにより、行政が単独では成レ

得ない消費者が自ら解決したい困難な課題への取り組みが可能となります。

<協働による相乗刻果>

当組合に所属するファイナンシャルプフンナーの専門知識と行政が果疋す公共

的役割を協働させることにより、消費者の要請に応え、安l白で豊かなくらしを

守る」とができます。

<具体的な効果・成果>

消費者が受けるトフブルを未然に防ぎ、大切な財産を守り、安I~\で豊かなくら

レが守れるようになります。

5 協働の役割分担と市に期待する役割

<提案団体の役割>

消費者の立場にたって、消費生活に関する基本的なトフブルの事倒・防止策等を

解説し、お役に立つことができます。

<市に期待する役割>

市の広報活動や、市への信頼のちとに、消費者が安山して利用できる公共サービ

スとレての役割が果たせます。

6 共催・協賛・後援の団体名

口なレ

7 参加者への募集・周知の方法等

図横浜市経済局市民経済労働部消費経済課ホームページ

図チラシ(範囲横浜市の各区役所18か所、地区センター90か所〉

図その他( 当組合ホームページ、日経新聞、神奈川新局〉

8 備考

※その他、活動内容がわかる資料などがあれば添倍してください。
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(第3号様式)

交付対象事業収支予算書

収入合計 ￥332.000 

支出合計 ￥332.000 

1 収入の部 (円〉

項 目 金 害買 E党 明

市補助金 300.000 

団体負担金 32.000 

4E2コ- 計 332.000 

2 支出の部 (円)

項 日 金 害買 E党 明

講師謝礼 160.000 10.000円X16回

原稿料 80.000 5.000円X16固

会場費使用料 40，000 @5，000円X2部屋X4回

交通費 24，000 1，500円X16回

資料作成費 6，000 @3円X2，000(レジュメ、アンケー卜)

臼刷費 15，000 @3円X5，000(チフシ〉

配送費・雑費 7，000 地区センターへの配送費

4E2コ3‘ 計 332，000 

確認欄(次の項目について、レ点で回を{寸けてください。〉

補期金交付要綱第3条に定める経費以外は含まない。(図はい ロいいえ〉
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特定非営利活動法人 

横浜市まちづくりセンター 
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〈第1号僚式〉

消費者団体等協働促進事業補問金交伺申請書

平成27年 5月15日

横浜市長

団体名 特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター

所 在 地

代表者名

年度消費者団体等協働促進事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のと

おり申請します。

1 事業名

横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座

2 事業の目的及び内容

横浜市内在住者が、主体的に安I~\ ・安全・快適に住み続け、楽しく豊かに暮らせ

るようにするため、住まい方、暮らし方の基礎知識を学んで頂くとともに、住まい

の各種補問・助成制度を適切に利用出来るよう、簡易に説明する。

3 補助金交的申請額 ￥ 300， 000 

※この書類は、 補朗金の交{寸が決定し足場合、 横浜市市民協働条例第7条第4~頁の規定に基づき、一般の
閲覧に供しなければなりません。

※提出していただいた資料の個人情報は、原則として当該補同金交付にかかる手続きのみに使用し、横浜
市個人情報の保護に関する条例第10条に定める揚合を除き、目的以外に利用することはありません。

※区役所等本市の消費者啓発活動を所管する部門へこの書類を情報提供することをご了京ください。
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(第2号様式〉

交{寸苅象事業計画書

1 事 業名 |横浜市民の住まい暮らしに役立つ講座

2 現状の課題と解決方法

<現状認識> 横浜市内において、屋根修繕、外壁塗装、上下水道緊急修理等

<課題>

リフォームに係る消費者トラブルや、消費者被害の発生が続いて

いる。

消費者が住まいに関する適切な情報を有していないために、訪

問業者に容易にE属されてしまう。

<解決方法> 住まいの専門家である建築士が、住まいに関する基礎知識を

わかりやすく講義するとともに、具体的個別的な相談に応じる。

3 事業内容

<対象> 横浜市内在住者

<人数> 各回30~54名

<会場> 横浜市内公共施設会議室15ヶ所・・・別紙参照。

<内容> 建築士による講義、質疑応答、個別相談。

<体制> 当団体専門部会の設計・監理部会、構造・耐震技術部会、施工部会

が分担して、講座を運営する。

各専門部会に所属する建築士が講師を務める。

専門部会連絡会が統括管理を行う。

<スケジュール> 平成27年9月~平成27年2月土曜日午後2時~4時

別紙参照。

<その他> 講座終了時に朗成制度の説明、申請手続きの案内を行う。
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4 協働の必要性と相乗刻果

<協働の必要性> 横浜市民の多くの皆様に講座参加者募集・周知を広報する

には、横浜市の広報媒体を利用することが必要である。

また、消費者被害や悪質商法トフブルの未然防止のためには、具対的な対策に

ついて、講義するのがわかりやすいので、横浜市における過去のトフブル事例を

引用し、講義内容に反映させる」とが必要である。

<協働による相乗刻果> 当団体が単独で講座の開催、参加者募集を行うよ

り、横浜市のホームページや広報紙に掲載して頂く」とにより、多くの市民の

参加につながる。まだ、当団体の会員は建築士であり、講座参加者の具体的、

個別的な相談に苅応できる。

<具体的な効果・成果> 消費者が主体的に住まいに関する適切な情報を習得

する」とにより、悪徳業者に騎されずトフブルや被害の発生を未然に防止でき

る。また、各所補朗・既成制度の対象者が適切に制度を利用した快適な住まい

づくりができる。

5 協働の役割分担と市に期待する役割

<提案団体の役割> 住まいの専門家である建築士の団体として、横浜市民の

消費生活の向上に寄与する。

<市に期待する役割> 講座参加者募集の周知広報を刻果的に行って頂きたい。

6 共催・協賛・後援の団体名

口

7 参加者への募集・周知の方法等

圃横浜市経済局市民経済労働部消費経済課ホームページ

-チラシ(範囲・会場施設、会場周辺地区センター・

-その他(当法人ホームページ

8 1鯖考

※その他、活動内容がわかる資料などがあれば添惜してください。
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(第3号様式〉

交付対象事業収支予算書

収入合計 ￥ 405.240 

支出合計 ￥ 405.240 

1 収入の部 (円〉

項 目 金 害買 E党 明

市補助金 300.000 

団体負担金 105.240 

4Eb コ 百十 405.240 

2 支出の部 (円〉

項 目 金 害買 吉見 明

講師、 7.J)~7謝金 105.000 5.000円X15人、 2.000円X15人

チフシ版下作成費 27.000 チフシA4版下デザイン5.400円X5種

印刷費 84.240 チフシA4両面54円X1500枚

報告書 1.620円X2冊

広告渇載費 162.000 タウンニュース 10.800円X15回

会場借上代 21.600 1.400円X10回、 1.520円X5回

消耗晶 5.400 事務用品、コピー用紙代

4E』コ 計 405.240 

確認欄〈次の項目について、レ点で印を{寸けてください。〉

補助金交付要綱第3条に定める経費以外は含まない。(置はい 口いいえ〉
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消費生活協働促進事業 相互評価シート（案） 

１ 事業の概要 

事業名称 

 
事業の実施者 

団体等  

行 政 横浜市経済局消費経済課 

事業の目的  

 事業の内容  

役割及び責任

分担等 
 

実施期間 
 

 

記入日   年  月  日 

記入者 

  

・団体等名：  

 

・記入責任者  

氏 名：  

連絡先：  

  

・部署名：  

 

・記入責任者  

氏 名：  

  連絡先：  
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２ 事業実施プロセス相互チェックシート 

【 □：団体等  □：行政 】チェックをしてください。 
 

◎相互チェックシートの評価基準 

よくできた ふつう あまりできなかった 

Ａ Ｂ Ｃ 
 

①事業計画段階 

  評価 

１ 
自分たちが達成すべき大きな目的やミッションについて話し合うことができまし

たか。 
 

２ 
お互いの立場や組織の違いを話し合ってよく理解することができましたか。 

 
 

３ 
ニーズを把握して共有するとともに、この事業の目標と実施方法を話し合うことが

できましたか。 
 

４ 
実現のためにそれぞれが何をできるかを考え、話し合って役割分担を決めることが

できましたか。 
 

５ 
会計のルール等、お互いの組織内部の取り決めについて、説明し合って理解するこ

とができましたか。 
 

６ 
事業を始めることや計画中であることを、ホームページや会報等を使って市民に発

信することができましたか。 
 

②事業実施段階 

  評価 

１ 
率直な意見交換のもとに、お互い対等な立場で事業をすすめることができました

か。 
 

２ 
お互いの強みや得意分野を、どう生かし合えるかを考え、提案しながら取り組むこ

とができましたか。 
 

３ 
相手に任せっきりにせず、お互いが役割を自覚して積極的に取り組むことができま

したか。 
 

４ 
事業の進捗に応じて、目標、ニーズ、対象、実施方法などをふりかえり、修正しな

がら取り組むことができましたか。 
 

５ 
必要に応じ、関連する他の部署や団体などを意識しながら事業をすすめることがで

きましたか。 
 

６ 
事業終了後の見通しについて、話しながら取り組むことができましたか。 

 
 

７ 
事業の実施について、市民に発信することができましたか。 

 
 

③ふりかえり段階 

  評価 

１ 
協働することで、単独でおこなうのに比べてどのような効果が得られたか、話し合

って共有できましたか。 
 

２ 
受益者が満足を得られたかどうかについて、話し合って確認することができました

か。 
 

３ 
これまでを振り返って、お互いの考えに相違点がなかったかについて話し合い、確

認する事ができましたか。 
 

４ 
期待された事業成果を得られることができましたか。 

 
 

 

自由記入欄 
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